
大津市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第６項の規定により、

令和４年１月 13 日に市長から包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨

の通知があったので、同項の規定により別添のとおり公表する。 

 

  令和４年１月 26 日 

 

                大津市監査委員 土 屋    薫 

                   同    津 田  穂 積 

                   同    山 本  久 子 

                   同    浅 井  貴 博 



 
 
 

令和２年度 
大津市包括外部監査結果に基づく 

措置の通知に係る公表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大津市監査委員 



特定の事件：教育事業に関する財務事務の執行及び管理について

１．児童生徒の学ぶ力

　担　当　所　属

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

結果 ○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

結果 ○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

意見 ○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

意見 ○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

意見 ○ 学校教育課

○ 学校教育課

意見 ○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

２．教員の指導する力と働き方改革

担　当　所　属　

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

○ 教育センター

○ 教育センター

○ 教育センター

○ 教育センター

○ 教職員室

○ 教職員室

○ 教職員室

○ 教職員室

○ 教職員室

○ 教職員室

３．学校施設と統廃合

担　当　所　属　

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

○ 教育総務課

○ 教育総務課

○ 教育総務課

○ 教育総務課

４．学びの支援

担　当　所　属　

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

結果 ○ 学校給食課

意見

意見

結果

意見

意見
iii）教育委員会への集計報告方法の改善について

（イ）長時間勤務の原因分析、改善に向けた取組

（イ）再委託先の管理

（１）教員の指導する力

（イ）ＷＥＢを活用した研修環境の整備

（ウ）研修の重要性の再認識と受講機会の確保

状　　態
（R３.5.31現在）

区　分　及　び　項　目

（ア）勤務時間の管理・集計

i）統廃合における教育的観点からの検討必要性

ii）地元との十分な意見交換の推進意見

（ウ）働き方改革に向けた教職員の意識改革、教育・研修の充実

（エ）若手教員の指導力強化に向けた取組

（２）働き方改革

ii）持ち帰り時間の把握及び縮減に向けた取組

i）客観的方法による労働時間管理の徹底

（エ）教職員に対する面接指導の有効化対策

（イ）学校統廃合に向けた検討について

iv）公共施設マネジメントと連動した学校統廃合の検討

（１）学校給食

（ア）講師の研修機会の充実の必要性

iv）指導の計画・評価について

（ウ）小学校外国語活動教材の物品売買契約

iii）随意契約理由の明記について

iii）ＡＬＴの活用状況について

iii）指導実績報告書の提出について

（３）国際理解教育・外国語教育

ii）ＡＬＴが使用するＩＣＴ機器について

iv）複数年契約の検討について

（イ）帰国・外国人児童生徒　日本語指導員派遣事業

ii）指導員への依頼の承諾について

（ア）外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣業務委託

c）ＡＬＴの更なる活用効率化

（ア）学校質問紙調査の統計的活用の促進について

（イ）情報開示の充実・促進について

（２）ＩＣＴ教育

（エ）大津市教育の学校教育情報化推進計画の策定について

（ウ）ＰＤＣＡサイクルの深度ある活用の期待

（イ）過年度に取得したタブレットの管理台帳の未整備について

（ウ）ＧＩＧＡスクール構想で取得するタブレットの管理について

（ア）ネットワークと情報セキュリティについて

iii）中長期的な観点からの検討の必要性

iii）ハードロッキーの総数の管理について

意見
iv）セキュリティポリシーの事故時のセキュリティ対応について

v）ログインパスワードについて

意見

（１）学力の向上

令和２年度　包括外部監査の結果に基づく措置・取組一覧表

区　分　及　び　項　目

区　分　及　び　項　目

状　　態
（R３.5.31現在）

状　　態
（R３.5.31現在）

区　分　及　び　項　目

状　　態
（R３.5.31現在）



○ 学校給食課

○ 教育総務課

意見 ○ いじめ対策推進室

○ 児童生徒支援課

５．学校現地調査の結果

担　当　所　属　

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

○ Ａ小学校

○ 教職員室

○ 教職員室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ Ａ小学校

○ Ａ小学校

○ Ｂ小学校

○ Ｂ小学校、学校教育課

○ ○ Ｂ小学校、学校教育課

○ Ｂ小学校、教職員室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ Ｂ小学校

○ Ｂ小学校

○ Ｃ小学校、学校教育課

○ Ｃ小学校

○ Ｃ小学校

○ ○ Ｄ中学校、学校教育課

○ 教職員室

○ 教職員室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ Ｄ中学校

○ Ｄ中学校

○ Ｄ中学校

○ Ｄ中学校

○ ○ Ｅ中学校、学校教育課

○ ○ Ｅ中学校、教職員室

○ Ｅ中学校

○ Ｅ中学校

○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ Ｅ中学校

○ Ｅ中学校

○ Ｅ中学校

○ Ｅ中学校

意見 ○ Ｅ中学校

結果

⑥Ｆ中学校

i）学校徴収金

b）棚卸リストの配布漏れ及び回収漏れ

c）棚卸結果の備品台帳への反映について

a）ＰＣのワイヤーロック漏れ

b）ハードロッキーの保管ボックスが未施錠

iv）貴重品・物品管理

a）備品の不存在について

d）備品廃棄手続の周知徹底

結果
i）学校徴収金

a）精算報告書の監査の実施について

意見
ii）勤怠管理

a）超過勤務申告書の作成方法及び集計方法について

a）備品の不存在について

b）備品ラベルの貼付漏れについて

c）棚卸結果の備品台帳への反映について

d）公衆電話料金収入に係る現金管理

e）簿外の切手について

結果

⑤Ｅ中学校

iii）ＩＣＴ

結果

c）ハードロッキーの備品ラベルについて

a）私物ＰＣの持ち込みについて

b）ハードロッキーの備品ラベルについて

結果

iv）貴重品・物品管理

（ウ）自校方式の給食可否の継続的な検討

（エ）旧東部学校給食共同調理場の跡地利用

①Ａ小学校

状　　態
（R３.5.31現在）

区　分　及　び　項　目

意見

a）学校徴収金の未回収金について
結果

（イ）いじめ問題への対応における各学校の取組

iii）いじめ問題への対応における教職員の事務負荷の軽減
意見

ii）勤怠管理

a）持ち帰り時間の適正な把握・管理について意見

iii）ＩＣＴ

a）ハードロッキーの現物と備品台帳の数の不整合について

b）ハードロッキーの備品ラベルについて

結果

iv）貴重品・物品管理

結果 a）備品の不存在について

b）未使用の備品について

②Ｂ小学校

i）学校徴収金

a）現金集金時の管理簿について

b）精算報告書の監査の実施について

c）取扱業者等校内選定委員会の議事録の未作成について

ii）勤怠管理

a）教育委員会への月４５時間以上勤務者の報告漏れ

ii）勤怠管理

iii）ＩＣＴ

a）ハードロッキーの備品ラベルについて

iv）貴重品・物品管理

a）金庫の鍵の保管について

結果

b）ネットバンキングにかかるセキュリティについて

結果

意見

③Ｃ小学校

i）学校徴収金

a）精算報告書の監査の実施について

ii）ＩＣＴ

a）ＰＣのワイヤーロック漏れ

結果

結果

b）長時間労働者に対する面接指導について

結果

iii）貴重品・物品管理

a）備品ラベルの貼付漏れ及び保管場所の管理について

i）学校徴収金

（ア）各委員会の役割整理

結果

④Ｄ中学校

i）学校徴収金

a）精算報告書の監査の実施について
結果

a）持ち帰り時間の適正な把握・管理について意見

（２）いじめ問題対策

b）長時間労働者に対する面接指導について

iii）ＩＣＴ



○ ○ Ｆ中学校、学校教育課

○ ○ Ｆ中学校、学校教育課

○ 教職員室

○ 教職員室

意見 ○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

結果 ○ 学校教育課学校ＩＣＴ支援室

○ Ｆ中学校

○ Ｆ中学校

○ Ｆ中学校

意見 ○ ○ Ｆ中学校

○ 教育総務課

６．物品管理

担　当　所　属　

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

結果 ○ 学校教育課

７．学校徴収金

担　当　所　属　

措
置
・
改
善
済

取
組
中

方
針
決
定

検
討
中

未
措
置

そ
の
他

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

結果 ○ 学校教育課

意見 ○ 学校教育課

結果 ○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

○ 学校教育課

意見

⑩準公金としての取扱いについて

⑪各学校の学校徴収金以外の準公金について
結果

結果

⑦その他

（ア）物理的セキュリティの確保について
意見

意見

ii）勤怠管理

a）長時間労働者に対する面接指導について

b）超過勤務時間の集計方法について

（ア）学校徴収金要項における部活動費の位置付けについて

③ドリル・ワーク等の副教材の購入手続及び内容の統一化について

④保護者への監査担当の協力依頼について

⑤学校徴収金の保護者負担の軽減の取組について

⑥部活動費について

iii）ＩＣＴ

a）備品ラベルの貼付漏れについて

b）備品の処分について

c）備品台帳の管理について

（イ）部活動費の徴収方法について

①棚卸結果の文書化及び備品台帳への反映について

状　　態
（R３.5.31現在）

区　分　及　び　項　目

a）故障したタブレットの管理について

b）ハードロッキーの備品ラベルについて

意見

区　分　及　び　項　目

状　　態
（R３.5.31現在）

①口座振替による徴収について

②ドリル・ワーク等の副教材の選定について

iv）貴重品・物品管理

d）金庫の管理体制について

b）精算報告書の監査の実施について

結果 a）物品購入時の見積書の入手について

（ウ）部活動費の縮減について

⑦学校徴収金要項の周知徹底について

⑧教職員の負担軽減への取組について

⑨滞納金への対策について



 

 
1 

令和２年度 包括外部監査の結果に基づく措置状況 

（令和３年５月３１日現在） 

教育事業に関する財務事務の執行及び管理について 

１．児童生徒の学ぶ力 

（１）学力の向上 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）学校質問紙調査の統計的活用の

促進について 

【意見】報告書92頁 

市では、学校質問紙調査の評価結果

の特段の公表等は行っていない。 

しかし、学校質問紙調査の「様々な

文章を読む習慣を付ける授業を行った

か」という問いに対する肯定的な回答

の割合は滋賀県と全国平均とに大きな

差が生じており、市についても同様の

傾向があることから、教育現場の意識

や実践状況を示す一つの指標となって

いる。 

また、国立教育政策研究所の公表し

ているデータでは、学校質問紙の結果

と児童質問紙の結果をクロス集計する

ことで、学校の教育活動と、児童生徒

の教育活動の受け止め方の差異を分析

するとともに、両者の相関関係の分析

を行っている。 

 

（表：略） 

 

質問事項（11）と（43）については

上表のとおりとなっている。 

いずれの質問項目についても肯定的

な回答をしている学校の方が、教科の

得点についても高くなる傾向があるこ

とが確認できる。 

次表は国立教育政策研究所の公表し

ている全国学力・学習状況調査の結果

の概要の抜粋であり、左側は児童質問

紙の調査結果、右側は学校質問紙の調

査結果を示している。 

右側の学校における指導状況につい

て、最も肯定的な回答（当てはまる）

をしている学校が増加傾向にあり、そ

の結果、児童の肯定的な回答の割合が

増加傾向にあることが確認できる。 

 

（表：略） 

 

本市においては、学校質問紙調査の

結果については、滋賀大学教授に調査

結果分析を依頼し、活用しています。

この分析結果を基に、教育委員会とし

て学校現場への指導助言も行っていま

す。 

さらなる開示等については、大津市

情報公開条例等を踏まえ検討するとと

もに、学力に係る施策の検討・評価の

ツールとして活用できるように努めま

す。 

学校教育課 



 

 
2 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

こうした統計結果は、各学校におい

ては、全体結果と自校結果を比較分析

することを通して、自校の課題を明確

にすることが可能となり、教育委員会

としても取組内容の学校指導への反映

状況、児童成績への影響度を計る指標

として活用ができる。 

市として、滋賀県、全国と比較して

良い傾向の出ている質問項目や悪い傾

向の出ている質問項目それぞれあるこ

とから、学校質問紙の内容も必要に応

じて分析・開示等行い、学力に係る施

策の検討・評価のツールとして更なる

活用を図ることを期待したい。 

（イ）情報開示の充実・促進について 

【意見】報告書 94 頁 

 教育委員会等では学力の向上を実現

すべく、様々な事項を検討し、分析を

行っている。しかし、現状情報開示さ

れているものは、「大津市教育振興基

本計画及び大津市教育大綱」やその評

価資料である「大津市教育振興基本計

画進捗状況に係る評価及び教育委員会

の点検・評価に関する報告書」を除く

と「全国学力・学習状況調査の実施結

果について」等であり、決して多くの

情報が開示されている状況とは言えな

い。「全国学力・学習状況調査の実施

結果について」についても、調査結果

のおおまかな内容が示されているのみ

で、調査結果の詳細まで把握できるも

のではなく、また、データの公表も行

われていない。大学と連携した学力調

査・授業改善や光ルくん調査といった

様々な取組の内容やその成果について

も詳細な情報の開示はない。 

確かに、全国学力・学習状況調査に

より測定できる情報は学力の特定の一

部分であるし、情報公開による結果の

序列化や過度な競争が生じないように

する等教育上の効果や影響等に十分配

慮する必要がある。また、一つ一つの

取組がどの程度効果があったかどうか

を測定することも難しい側面がある。 

しかし、学力という要素は市民の興

味・関心の高い項目であり、教育委員

会や学校が、保護者や地域住民に対し

て説明責任を果たすことも重要であ

る。 

第３期大津市教育振興基本計画にお

本市においては、学力調査の結果を

校種、教科ごとに、「全国学力・学習

状況調査の実施結果について」で示し

ています。 

一方で、情報公開による結果の序列

化や、保護者の不安をあおる結果を生

まないよう、教育上の効果と影響を十

分に配慮する必要があると考えており

ます。さらなる情報開示については、

大津市情報公開条例等を踏まえ検討す

るとともに、学力に係る施策の検討・

評価のツールとして活用できるように

努めます。 

学校教育課 
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いて、基本方針として「社会全体で子

どもを育てます」と定めている。 

市は情報の質に配慮しつつ、教育の

現状についての情報を可能な範囲で公

開することで、市民や社会全体に教育

の現状・課題等を理解してもらうこと

ができ、その結果として市民や社会全

体の協力が得られ、社会全体で子ども

を育てることができるようになる。 

市では質問紙調査の内容の公表等は

行っていないが、他の市町村ではデー

タの公表や分析結果の公表を行ってい

る所がある。例えば、守口市ではホー

ムページ上で質問紙調査の結果を全て

公開しており、また、高岡市では学校

質問紙の調査結果の分析を行い、その

概況を示すとともに課題点等を明示し

ている。 

質問紙調査に限るものではないが、

市も教育への取組についてはホームペ

ージや広報誌等を活用し、積極的に情

報発信していくことを期待したい。副

次的ではあるが、積極的な情報配信を

行うためには取組の内容及びその成果

を検討する必要があり、PDCA サイクル

の活用促進にも寄与することが期待で

きる。 

（ウ）PDCA サイクルの深度ある活用の

期待 

【意見】報告書 95 頁 

 市では、第２期大津市教育振興基本

計画の中で学力を重要戦略の１つとし

て位置付け、それに対する施策の実行

を通じて、一定の成果を得てきた。し

かし、平成 31 年度（令和元年度）の

全国学力学習状況調査の結果、特に国

語を中心に児童の興味関心が低く、ま

た、その傾向が過去から続いている状

況がある。 

包括外部監査人の実施した全学校へ

のアンケート調査の結果から、学力向

上のためには教員の負担軽減や業務内

容の見直しを通じて、教員の時間を確

保し、その時間を授業研究や教材研究

のための時間にすることが必要だとい

うことが確認できた。この点、教育委

員会もこの事実を把握しており、第３

期大津市教育振興基本計画においても

課題として認識できている。 

しかし、実際に現場で指導（Do：実

学力向上のために、教員の負担軽減

や業務内容の見直しを通して、教員の

時間を確保し、その時間を授業研究や

教材研究のための時間にすることが必

要であると認識しています。スクール

サポーターを全校に配置し、教材の印

刷や配布、校内の消毒を担うことや、

学校留守番電話の設定時刻の前倒しを

行うことで、教員の時間確保に努めて

います。また、国語科を中心に、児童

生徒の興味関心が低い状態が続いてい

ることから、第３期教育振興基本計画

のアクション１「将来の夢や可能性を

広げる学ぶ力アップ」にあるよう、子

どもの学びの質を高めるために、一斉

教授型の授業から個別最適化型の授業

へ、「主体的・対話的で深い学び」に

つながる授業へと転換を図っていま

す。各教科等において、情報技術を活

用して学習活動を充実させることがで

きるよう、ＩＣＴ環境の整備を図ると

ともに、ＩＣＴを効果的に活用した次

世代型教育を研究しています。今後

学校教育課 



 

 
4 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

行）しているのは教員であり、認識し

た課題を解決するための施策を行った

結果として現場の教員が改善や満足を

感じるものとなる必要がある。課題を

認識しているが、その解決には至って

いないという現状・現場の声は PDCA

サイクルを実行するうえで重要な事項

であり、教育委員会ではこの現場の声

を踏まえて、Check（評価）、Action

（改善）し、次の Plan（計画）につな

げていく必要がある。 

仮に総労働時間が同じであったとし

ても、教員が重要と考える授業研究の

時間、児童と向き合う時間に対する相

対的割合が高まれば大きな成果であ

る。教員の授業・教材・児童と向き合

う時間の確保こそが学力向上に必要な

事項であり、そのためにも教員の業務

内容の精査・重要度に応じた分類、取

捨選択をこの PDCA の一環として取組

改善を促進する必要がある。 

新しい教育指導要領では主体的・対

話的で深い学びの実現を目指してお

り、全国学力・学習状況調査の教科に

関する調査で測られる学力はアクティ

ブ・ラーニングを進めるうえでの基本

的な知識・技能であり、その先の思考

力・判断力・表現力の基礎となるもの

である。できる、わかるという経験が

学びの原点になるといえるため、「学

力」についてはいつの時代も重要な要

素である。 

現場の満足感・充実感を高めること

で、その結果として学力の指標が向上

することが望ましい。第３期大津市教

育振興基本計画を進めるに当たって

は、現場の声を生かしつつ、客観的指

標を用いた分析を進め、今後さらなる

PDCA サイクルの活用を通じて、市の求

める学ぶ力が向上していくことを期待

したい。 

も、学校現場の声を生かしつつ、ＰＤ

ＣＡサイクルの活用を通じて学ぶ力を

向上させることができるよう努めま

す。 

 

（２）ＩＣＴ教育 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）ネットワークと情報セキュリテ

ィについて 

ⅲ）ハードロッキーの総数の管理につ

いて 

【結果】報告書 99 頁 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更したため、ハード

ロッキーの管理も不要となりました。

なお、ハードロッキーについては、今

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 
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 ハードロッキーについて、市全体の

保有総数が不明となっていた。 

学校現地調査の結果、各教職員に配

備されたハードロッキーについては表

計算ソフトによる管理台帳によって管

理ができているものの、備品台帳と一

つ一つのハードロッキーの個体の突合

ができなくなっていた。つまり、備品

台帳に記載されているハードロッキー

の管理番号と、現に学校にあるハード

ロッキーの管理番号があっているかど

うかが、突合できない状態である。 

未使用等を含む、市全体のハードロ

ッキーの総数については、備品台帳

も、表計算ソフトによる各学校の管理

台帳でも、どちらでも数を合わせるこ

とができず、市にハードロッキーが総

数で何台あるかがわからず、棚卸がで

きない状態になっていた。 

ハードロッキーはその性質上、個人

情報を保護する重要な物理的セキュリ

ティである。校務用端末のログインが

市全体でログイン ID 及びパスワード

が１つのみであって、物理的なハード

ロッキーが情報セキュリティの要とな

っているところ、ハードロッキーの総

数が不明という現状は、セキュリティ

に課題があると言わざるを得ない。市

では、令和３年２月にハードロッキー

の使用を取りやめ、ログイン方法の変

更によりセキュリティ強化するが、引

き続き、個人情報の確実な保護等につ

ながるセキュリティ対策を講じる必要

がある。 

年度の機器更新時に廃棄する予定で

す。 

（ア）ネットワークと情報セキュリテ

ィについて 

ⅳ）セキュリティポリシーの事故時の

セキュリティ対応について 

【意見】報告書 100 頁 

 大津市立学校情報セキュリティポリ

シーでは、ハードロッキーについて

「紛失等がないように管理を徹底する

こと。」と定めているが、紛失した場

合の対応の記載がなかった。 

大津市立学校情報セキュリティポリ

シー上は情報セキュリティインシデン

ト発生時には、情報セキュリティ委員

会を開催することとされているが、ハ

ードロッキーの紛失を事由にした情報

セキュリティ委員会は過去に一度も開

大津市教育情報セキュリティポリシ

ーの改訂に合わせて、セキュリティポ

リシーで規定されている対策基準の基

本的な要件に対応する具体的な対応手

順を記載した「実施手順」の見直しを

行いました。その手順に情報セキュリ

ティインシデント発生時の内容を具体

的に記載しました。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 
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催されておらず、紛失は稟議書等によ

ってその対応が決裁されている状態に

あった。 

ハードロッキーはその性質上、紛失

が絶対にあってはならない性質の物品

であることから、紛失した場合の措置

をあえて定めていなかったものと考え

られるが、紛失時等の対応方針を定め

ておけば、ハードロッキーの総数が分

からないといった事態を予防できてい

たことも考えられる。 

情報セキュリティインシデント発生

時における対応について定めておく

か、事案に応じてポリシーに従って情

報セキュリティ委員会を開催する等の

対応をすることが望まれる。 

（ア）ネットワークと情報セキュリテ

ィについて 

ⅴ）ログインパスワードについて 

【意見】報告書 100 頁 

 校務用端末は教職員一人当たり１台

ずつを割り当てているが、ログインに

ついては、市教職員の全員が同一 ID

の同一パスワードを使用してログイン

している。この市教職員の同一パスワ

ードについては、平成 21 年に校務用

端末が導入されてから一度変更された

のみで、新人の教員には OJT で口頭等

により、この同一 ID と同一パスワー

ドが伝授されるという仕組みとなって

いるとのことである。なお、大津市立

学校情報セキュリティポリシーでは、

ログインパスワードは定期的に変更す

ることと明記されている。 

校務用 PC へのアクセスについては

パスワードのほかに、別途、USB 型の

ハードロッキーを用いた物理的なアク

セス制限をかけることによってセキュ

リティが担保されている状態となって

おり、パスワードだけをもってセキュ

リティ全体を脅かすものではないもの

の、ハードロッキーの諸課題も鑑みれ

ば、市の校務用端末へのアクセスセキ

ュリティは、脆弱であると言わざるを

得ない。 

市では、こうしたことを受け令和３

年２月にログイン方法の変更によりセ

キュリティ強化するが、引き続き、定

期的なパスワードの変更などセキュリ

ティ対策を講じる必要がある。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

パスワード等の取扱いについては、大

津市教育情報セキュリティポリシーに

記載された８項目の内容を遵守するよ

うに指導し、セキュリティ対策を講じ

ることとしています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 



 

 
7 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（イ）過年度に取得したタブレットの

管理台帳の未整備について 

【結果】報告書 101 頁 

 タブレットについては、GIGA スクー

ル構想の実現する前から、標準的な学

校で１学校当たり 41 台のタブレット

端末を整備している。タブレット端末

はリース品であって市に所有権がない

ことを理由に、備品台帳に登録されて

いない状態となっていた。 

ただ、現にタブレットの現物が学校

にある以上、市の備品台帳には登録さ

れないとしても、タブレット現物を管

理する管理台帳は整備されるべきであ

るところ、タブレット端末の管理台帳

を整備することを定めた規定がなく、

タブレットが何台配備されているかを

管理している台帳が存在していなかっ

た学校があった。 

往査した各学校のタブレットには、

シールで１～41 までの連番が貼付され

ていたが（41 台配備されていない学校

については 41 より少ない番号）、学

校が独自で管理台帳的なものを整備し

ている場合もあったものの、タブレッ

トに貼付された番号と突合すべき管理

台帳がない状態となっている。USB や

そのほかの ICT 機器は備品台帳の登録

や管理台帳の整備がなされている中、

タブレットについては各学校にも管理

台帳が存在せず備品台帳にも登録がな

されていなかったことから、少なくと

もタブレットの管理台帳を整備する必

要がある。 

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳とタブレットを突合するよう

指導しました。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

（ウ）GIGA スクール構想で取得するタ

ブレットの管理について 

【意見】報告書 101 頁 

 新型コロナウイルス感染症禍の影響

もあり、国の「GIGA スクール構想の加

速による学びの保障」として、一人一

台端末の早期実現に向けた予算が計上

され、当初の令和５年度整備完了予定

が前倒しされており、市においても緊

急で今年度中に小学校４年生から中学

校３年生までの児童生徒分の端末を導

入する予定である。 

上記結果に絡み、大量のタブレット

を令和２年度中に一度に導入すること

となる中で、持ち運び可能なタブレッ

トの管理がさらに重要性が増すことは

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳とタブレットを突合するよう

指導しました。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 
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自明である。 

現状において管理台帳がない状態に

ある中で、タブレットの管理が適切に

なされるよう、タブレットの厳重な管

理体制を構築する必要がある。 

（エ）大津市教育の学校教育情報化推

進計画の策定について 

【意見】報告書 102 頁 

 令和元年度に公布、施行された「学

校教育の情報化の推進に関する法律」

第９条第２項では、市町村に学校教育

情報化推進計画の策定努力を求めてい

る。 

市では ICT に対する取組を積極的に

行っているところであるが、今後は、

今年度末までに策定予定の学校教育情

報化推進計画を基にし、市教育におけ

る ICT 教育の推進を図っていくことが

望まれる。 

令和２年度末に「大津市 学校教育

の情報化推進計画」を策定し、本市の

ＩＣＴ教育の推進を図っていくため

に、市内小中学校の校園長会議や各校

の情報化リーダーの研修において周知

に努めています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

（３）国際理解教育・外国語教育 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）外国語指導助手（ALT）派遣業

務委託 

ⅱ）ALT が使用する ICT 機器について 

【意見】報告書 107 頁 

 学校におけるICTの使用に関して、

教員は個人のPCを学校に持ち込むこと

は認められておらず、市貸与のPCを使

用することが求められている。一方、

ALTもPCを使用する場面があるが、そ

の場合は、教員が持っているPCを借り

るか、ALT本人の私用PCをセキュリテ

ィに注意しながら使用している。 

なお、本委託契約仕様書において、

ALTが個人所有するPCの使用について

一定条件の下許容されている状況であ

る。 

今回、小中学校２校でヒアリングを

行ったが、いずれもALTは私用PCを利

用しているとのことであった。なお、

インターネット環境には接続せずに使

用しており、児童生徒の氏名等の個人

情報については私用PCには格納しな

い、データをUSBで授受する際にはセ

キュリティチェックを行う等の取扱い

を実施しているとの説明を受けた。 

 

ここでALTの勤務状況を確認する

これまでは、ＡＬＴが教職員のＰＣ

を共用で利用できるようにしてまいり

ましたが、使用時間の状況などによ

り、ＡＬＴが教職員のＰＣ端末を利用

できない場合などには、セキュリティ

対策を施したＡＬＴ個人のＰＣ端末の

使用を認めてまいりました。 

今後は、ＡＬＴがより効率よく授業

研究などができるように、各学校に非

常勤講師等が使用できるＰＣ端末の配

備に努め、ＡＬＴ個人のＰＣ端末を使

用しなくてもよい環境整備を進めると

ともに、ＧＩＧＡスクール構想により

導入されたタブレット端末をＡＬＴも

活用できるようにし、授業支援ソフト

やクラウドシステムのアカウントなど

においても、教職員と同様に発行して

まいります。 

 

学校教育課 
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と、派遣先の学校での勤務は年間160

日に上っており、常勤に近い状況とな

っているといえる。また、教材の研究

開発やICTを使った授業等、ALTにとっ

てもICT機器は授業の実施に欠かせな

くなっている状況にある。教員のパソ

コンを使用するといっても、所有する

教員が使用している間は使用すること

ができず、使用に制限を伴う。また、

個人PCの利用に関して、セキュリティ

チェックを行い、USBは学校所管のも

のを使用するといっても、生徒の個人

情報が誤って個人PCにコピーされる可

能性等、人為的なミスが生じる可能性

を排除することができない。 

本年度、GIGA スクール構想に基づ

き、児童生徒へのタブレットの配備が

進められているところであるが、今後

の更なる ICT 機器を使用した教育環境

に鑑みれば、インターネット環境に入

ることができない個人 PC では授業中

にタブレットにおける入力結果を受信

することもできず、授業として十分に

機能しないのではないかと思われる。

ALT に対しても、市としてノート PC 等

の ICT 機器の貸与を行い、英語教育の

高度化に向けた基盤を整備するととも

に、情報セキュリティにも一層配慮す

べきである。なお、端末整備に当たっ

ては、英語教育に必要十分なスペック

を有していればよく、最低限のアプリ

ケーションがインストールされていれ

ば機能することから、機器整備に当た

ってはコストパフォーマンスについて

も考慮する必要がある。 

（ア）外国語指導助手（ALT）派遣業

務委託 

ⅲ）ALT の活用状況について 

c）ALT の更なる活用効率化 

【意見】報告書 110 頁 

 大津市内の小中学校において多くの

ALTが配置されているが、小学校、中

学校でそれぞれ事情は異なっており、

また学校間でも活用状況に違いがみら

れた。 

小学校では、ALTが担当するコマが

かなり多く、アンケート結果において

授業前後の打ち合わせができない、と

いったコメントを裏付ける結果となっ

ている。一方で中学校全体の活用率は

令和２年度に引き続き、児童生徒数

やＡＬＴの活用状況に応じて、配置日

数を見直し、全体の活用率を高める取

組を進めております。また、英語の授

業がない場合においても、他教科やク

ラブ活動での活用を推奨しています。 

現在、関係部署との調整を図ってい

る複数年契約が実施されることになれ

ば、安定的なＡＬＴ配置体制を構築す

ることができ、計画的なカリキュラム

編成により、ＡＬＴの授業活用率の向

上を図ることができると考えます。 

 

学校教育課 
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49.3%にとどまっており、学級当たり

コマ数では小学校（33.8コマ）よりも

潤沢にALTが配置されているものの

（48.5コマ）、活用方法について現場

が対応しきれていない面も見られた。 

どの程度、ALTを授業に参加させる

かについては、各学校に一定の裁量が

あることは理解するが、折角のALTを

有効に活用するための努力、配置コマ

数の見直しは継続的に行われる必要が

ある。 

また、活用率が低い小中学校からは

配置数を削減する等、学級当たり配置

数を決定するに当たり、足元の活用状

況を踏まえた配分を毎年行っていくべ

きと考える。 

なお、令和２年度においては、ALT

の配置数を見直し、中学校における

ALTの配置数を削減することによって

全体の活用率を高める変更が行われて

いる。 

 

また、中学校において活用率が比較

的低くなっている要因として、ALT の

配置コマ数、時間割の割り当てが３月

にずれ込むことから、中学校のカリキ

ュラム編成上、ALT をうまく活用する

ための時間割が設定できない面もある

とのことである。これについては後述

の複数年契約の導入等によって、安定

的な ALT 配置体制を構築することによ

り、中学校カリキュラム編成におい

て、ALT がうまく授業に参加できるよ

うな時間割の設定を考慮すべきであ

る。 

（ア）外国語指導助手（ALT）派遣業

務委託 

ⅳ）複数年契約の検討について 

【意見】報告書 111 頁 

 現在、ALTに関する派遣委託契約

は、単年度の委託契約となっており、

毎年公募型プロポーザルを行い、事業

者を決定している。事業者が決定され

るのは３月頃であり、４月のALT派遣

に向けて派遣先学校の割り当て等の調

整が進められている。 

一方で、教員との関係構築、授業の

進化を進めるうえで、単年度で事業者

が交代する、或いはALTが交代するこ

とが、現場にとって課題となってい

外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣業務

委託について、複数年契約を考慮した

公募型プロポーザルを実施し、中長期

的に質の高いＡＬＴを派遣することの

できる契約形態を導入する方向で、現

在、関係部署との調整を図っていま

す。 

学校教育課 
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る。中学校のALT配置に当たって、カ

リキュラム編成のタイミングに間に合

わないことがALT活用率の低下の一因

となっている可能性もある。 

ALTを活用した英語教育は、今後な

くなることは想定されず、質の高い教

育のためにALTと現場教員との連携が

一層求められるところである。 

委託契約ではあまり例が無いとのこ

とであるが、実質的な複数年契約を考

慮した公募型プロポーザルを実施し、

事業者においても中長期的に質の高い

教員を雇用・育成することのできる契

約形態も検討してもよいのではないか

と考えられる。 

これまでは、小学校の英語教育内容

の見直しに伴い、英語教育に係るコマ

数が変動し、必要となる ALT の人数も

変化していたため、単年度で契約する

ことには一定の合理性が認められる

が、今後は現状のカリキュラムでの教

育が想定されるので、そのような観点

からも複数年で契約することに不都合

はないといえる。 

（イ）帰国・外国人児童生徒 日本語

指導員派遣事業 

ⅱ）指導員への依頼の承諾について 

【意見】報告書 112 頁 

 市は、公益財団法人大津市国際親善

協会から紹介を受けた人材に電話連絡

をとり、承諾を得たうえで、指導員及

び学校に指導員の依頼文及び通知文を

送付している。 

指導員への依頼文には、１．児童生

徒氏名、指導言語、時間数、２．指導

依頼期間、３．指導場所、４．内容、

５．謝礼が記載されているが、指導員

の承諾については、事前の電話による

承諾のみで、文書等では入手していな

い。 

現在依頼している指導員は従来から

継続して依頼している指導員が多く、

これまでトラブル等は発生していない

とのことであるが、今後のトラブル等

の回避のため、承諾書を入手すること

が望まれる。 

 日本語指導員の派遣について、現

在、トラブル等は発生していない状態

ですが、今後の状況に応じて、承諾書

等の取得について検討します。 

学校教育課 

（イ）帰国・外国人児童生徒 日本語

指導員派遣事業 

ⅲ）指導実績報告書の提出について 

【意見】報告書 113 頁 

令和３年度から、指導実績のない月

についても、実績なしと記載した指導

実績報告書を提出することとしまし

た。 

学校教育課 
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 指導員への謝礼は、毎月、指導員の

確認印と校長印を押印した指導実績報

告書を学校が学校教育課に提出し、そ

れに基づき、当月分を翌月に支払うこ

ととされている。 

令和元年度に派遣している指導員の

指導実績報告書を閲覧したところ、指

導実績報告書が提出されていない月が

散見された。それは、指導実績がない

場合には、指導実績報告書の提出は要

求されていないためであるが、指導員

の派遣を受けている学校のうち１校

は、実績がない場合も、自ら積極的

に、実績なしと記載した指導実績報告

書を提出していた。 

また、学校教育課では、実績報告書

を翌月５日までに提出するように学校

に依頼しているが、４月分の指導実績

報告書の提出が遅れたため、７月に謝

礼が支出されたケースが１件あった。 

指導実績について、その状況を適

時、網羅的に把握できるよう、指導実

績のない月についても、実績なしと記

載した指導実績報告書を提出するルー

ルとすることが望ましい。 

（イ）帰国・外国人児童生徒 日本語

指導員派遣事業 

ⅳ）指導の計画・評価について 

【意見】報告書 113 頁 

 日本語指導実施要項において、指導

内容については、「日本語による日常

会話が可能となるよう、当該児童生徒

の実情に合わせた日本語指導を行う。

ただし、詳細については、学校教育課

と指導員が協議の上決定する。」とさ

れている。 

指導を効果的に実施するためには、

当該児童生徒の実情を踏まえ、指導の

計画や方針を決め、指導を有効に行っ

ていく必要があるといえるが、学校教

育課では、指導内容については、指導

員と学校に任せており、指導の計画を

立てて実施されているか把握していな

い。 

また、同要項において、派遣時間数

は、原則として週２時間（週２時間×

35週＝70時間）とされている。しか

し、指導実績報告書を見ると、週２時

間の指導が毎月実施できているケース

はなく、中には、月に１時間や２時間

 帰国・外国人児童生徒の指導計画等

については、各学校が指導員とともに

各児童生徒のニーズや状況に応じて作

成しています。 

 今後は、帰国・外国人児童生徒への

指導が効果的に行えるよう、学校が作

成した指導計画等を市で把握し評価す

る方法も含め検討してまいります。 

学校教育課 
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のみの指導や、年間合計で２時間しか

指導できていないケースもあり、その

ようなケースでは指導の効果がどれだ

け発揮できているのか疑問である。 

また、指導の目標についても市では

把握されておらず、その評価もなされ

ていない。 

指導時間や日時については、指導員

を担える人材が少ないこともあり、日

本語指導員の都合による面も多いとの

ことであるが、まずは指導を開始する

段階で、各児童生徒のニーズや状況に

応じた指導の計画と目標を策定し、そ

の評価をすることで、効果的に進めて

いく必要があると考える。 

（ウ）小学校外国語活動教材の物品売

買契約 

ⅲ）随意契約理由の明記について 

【結果】報告書 115 頁 

本契約に係る令和元年度の決裁稟議

書を確認したところ、随意契約理由が

明記されていなかった。随意契約理由

としては、地方自治法施行令第 167 条

の２第１項第２号（不動産の買入れ又

は借入れ、普通地方公共団体が必要と

する物品の製造、修理、加工又は納入

に使用させるための必要な物品の売払

いその他の契約でその性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき）

に該当するとのことであるが、決裁稟

議書にその旨明記したうえで決裁を受

けるべきである。 

本契約に係る令和元年度の決裁稟議

書について、随意契約理由を記載し、

修正を行いました。 

学校教育課 

２．教員の指導する力と働き方改革 

（１）教員の指導する力 
監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）講師の研修機会の充実の必要性 

【意見】報告書 124 頁 

 教育公務員特例法第 21 条第２項に

おいて正規教員に対する研修を実施し

なければならない旨は定められている

が、臨時的に任用されたものである講

師についてはその限りではない。 

全ての講師の指導力が問題となるわ

けではないが、新卒者や現場経験の無

い者が講師として現場に赴任すること

もあるため、講師についてもその実践

的指導力は一定程度のものが要求され

る。教育公務員特例法が講師について

臨時的任用教員に対する研修の必要

性は高く、特に初めて教職に関わる場

合は初任者研修と同じ対応・研修が求

められますが、欠員の補充を行うこと

ができないため、今年度の臨時的任用

教員研修は課業日ではなく長期休業中

や行事の少ない時期、時間を活用し、

選択による研修も取り入れています。 

また、学校からの要請に応じて若手

教員育成指導員による学校訪問を行い

実際の授業や指導を参観し、指導助言

を行っています。 

さらに、ＯＪＴを活用した校内研修

教育センタ

ー 



 

 
14 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

の研修を義務付けているわけではない

が、こうした講師についても正規教員

同様に担任を持ち、教壇に立つ以上、

教育を受ける側にとって両者の違いは

なく、教育の質のレベルを一定以上に

保たれていることが期待されている。 

この点、市は臨時的任用教員研修を

用意し、その指導力の向上を図る施策

を実施している。しかし、臨時的任用

教員研修では研修受講中の欠員補充が

行われないため、実際に講師を臨時的

任用教員研修に参加させるには一定の

ハードルがある。実際、小規模の学校

では新任の講師のフォローアップをし

きれないため、新任の講師の受け入れ

は難しい、という意見も全校アンケー

トや学校現地調査の中で確認できた。 

ベテラン教員の大量退職に伴う若手

教員の割合の増加という状況や、教諭

（正規教員）に対する講師（臨時的任

用職員）の割合が増加している状況も

鑑みると、講師の研修機会の充実を図

る必要がある。時間的余裕の確保を通

じて学校長が講師を研修に送り出しや

すくするとともに、講師に対する研修

のフォローアップ体制の構築が求めら

れる。 

の充実を図ることで、学校事情に沿っ

た臨時的任用教員の研修を推進できる

よう取り組んでいます。 

今後は更に研修の機会を確保するた

め、希望者に初任者研修の聴講を可能

とする等の措置を検討いたします。 

（イ）WEB を活用した研修環境の整備 

【意見】報告書 125 頁 

 現状、全教員必修の研修は無いが、

大津市教育振興基本計画の内容や全国

学力・学習状況調査結果の概要及びそ

の対策等は全教員が理解し、教育の現

場に生かすべき事項である。また、優

良と認められる授業の内容・やり方等

は教員の指導力向上に期待できるもの

であり、全教員が確認するに足る情報

であると考える。 

こうした全教員が知るに足る情報は

その内容を研修として整理し、それを

録画することで、教員共有システム上

に公開する等の方法で全教員がいつで

も、何度でも視聴できる環境を整備す

ることができる。そうすることで、各

教員のスケジュールを調整する必要な

く、全教員が受講可能な研修を準備す

ることができる。モデルとなる授業を

何度も視聴し、より深度ある授業研究

を行うことも可能となる。また、こう

した録画研修等を活用することで、へ

 大津市教育情報通信ネットワーク

（ＯＩＥ－ＮＥＴ）を活用し、授業づ

くりや指導案の書き方についてのリー

フレット、昨年度の中堅教諭等資質向

上研修受講者の優秀レポート、特別活

動における実践映像などを掲載してい

ます。 

ＯＩＥ－ＮＥＴには既に授業づくり

に関わる資料を一部掲載しています

が、全ての校種、教科領域にわたる取

組が進んでいるわけではありません。

現状のシステムや肖像権などによる制

限や限界もありますが、教師の指導力

向上のための資料の提供について、さ

らに検討いたします。 

教育センタ

ー 
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き地でも、小規模校でも多様な研修や

考え方に触れる機会を提供できる点も

期待できる。 

現状の市のシステム環境では上記を

実現することは難しいようであるが、

今後の ICT の活用はもっと推進されて

いくことは明らかであり、教員の研修

環境についてもそういった環境変化を

踏まえた対応を検討していくことが必

要である。 

（ウ）研修の重要性の再認識と受講機

会の確保 

【意見】報告書 126 頁 

 全校アンケートを実施した結果、

様々な対応業務に追われ時間の確保が

難しいことや、教員の年齢構成の不均

衡からミドルリーダー層への業務負荷

の集中、日々の OJT による研修の実施

への弊害という問題が生じており、そ

の結果として、これまでの経験知や優

れた指導技術等の伝承に課題が生じ、

学校運営そのものの困難さが顕在化し

ていることが確認できた。 

また、平成 31 年度（令和元年度）

の学校質問紙調査の回答の中に下記の

項目が含まれている。 

上段は小学校、下段は中学校の質問

紙調査の結果の抜粋である。 

 

（表：略） 

 

この質問項目では、教員の研修活動

への参加状況や活用状況を示してお

り、滋賀県の肯定的な回答の割合は小

学校、中学校とも全国平均より低いも

のとなっている。市についても同様の

傾向があることを教育委員会へのヒア

リングにより確認しており、市にも同

様の課題があるといえる。 

もちろん校内での研修で対応してい

る場合もあるため、一概に悪いと断定

できるものではないが、校内において

も研修の時間の確保に苦労している現

状があることは全校アンケートでも確

認したとおりである。 

教員の学校教育の実践的専門家とし

ての力量は、日々の教育実践や教員自

らの研究と修養により向上するもので

あるため、今一度研修の重要性を再認

識し、研修の受講機会の拡充を図る必

専門的な教科指導の研修確保のた

め、教科等領域別研究会（教科等を専

門的に研究する組織で、現在４３部会

あり、市立幼稚園、小・中学校の教員

が研究を深めたい部会に所属してい

る。）が開催する研修会に、部会長の

判断で、対象教員に対し必ず参加する

よう要請することができるようにしま

した。（今までは希望者のみ参加とし

ていた。）また、初任者研修や教職２

～５年次研修の受講対象である若手教

員に対しては、指導力向上のため教科

等領域別研究会が開催する研修会に

は、年間１回以上参加することを義務

付けました。 

さらに、ステージ研修及び中堅教諭

等資質向上研修では、校内・校外に向

けて授業を公開し、授業研究会を行う

ことで、参観したベテラン教員も指導

助言をする機会となり、相互に授業力

の向上を図る取組としています。 

また、勤務校で勤務状況に応じて受

講できるようにオンラインでの研修を

実施し、夏季休業期間中に開催する研

修については、自らの課題に応じた研

修内容を選択し、主体的に参加できる

機会の拡充に努めます。 

 教職員の研修に対する意識の向上を

図るため、管理職への啓発をはじめ魅

力ある研修の立案に努め、教職員への

周知啓発の方策について検討いたしま

す。 

 

 

教育センタ

ー 
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要がある。個々の教員については、

日々の事務手続のわずかな見直しや運

用方法の変更等で研修時間の確保を図

り、教育委員会はその実現を図るべ

く、教員のサポート及び仕組みの改定

等を推進し、相互に協力してより良い

研修環境を整備していくことを期待し

たい。 

（エ）若手教員の指導力強化に向けた

取組 

【意見】報告書 127 頁 

 経験豊富なベテラン教員の大量退職

に伴い、若手教員の採用が多い年が続

き、教員の年齢構成の不均衡な状況が

続くことが想定される。ミドルリーダ

ー層となる 40 代前後の教員は全国的

に不足しており、この層の教員を今後

増やすことは難しい。 

そのため、今後の学校運営を支えて

いくのは若手教員であり、若手教員に

対する学校文化の承継、教育ノウハウ

の伝授が喫緊の課題である。 

教員は皆授業を行っているため、若

手教員が実際に指導している現場でリ

アルタイムに指導することは難しく、

また、実際に対応しているところを見

せることも困難で、ここに教育現場の

OJT の課題がある、という現場の声が

全校アンケートの中に見られた。 

例えば、退職した教員に若手教員の

指導を依頼し、実際に授業の様子をモ

ニタリングし、適時助言指導を行う、

ということや授業の様子を映像として

記録し、録画内容を事後に確認するこ

とで事後フォローアップを行う、とい

ったことも考えられる。 

リソースは限られているが、若手教

員の指導力向上が今後の教育現場の要

となることから、若手教員はこの状況

を理解し、自己の指導力の絶えまぬ研

鑽を遂行するとともに、教育委員会は

若手教員の育成にこれまで以上に注力

し、研修体制の整備、業務環境の改善

等を図ることを期待したい。 

２年次から６年次までの若手教員と

臨時的任用教員に対して、若手教員育

成指導員による学校訪問指導に取り組

んでいます。実際の授業や事前調査

票、面談を通して、学習指導や生徒指

導等に関わる指導力の向上について支

援しています。幼稚園については初任

から３年次まで継続して幼稚園訪問を

行い、経験に応じた支援に取り組んで

います。 

さらに、学校からの要請に応じて個

別の面談や授業改善のための継続的な

指導を行い、若手教員の心のケアや指

導力向上についてのサポートに取り組

んでいます。 

また、ステージ研修及び中堅教諭等

資質向上研修では、授業を校内・校外

に向けて公開し、相互参観を可能とす

ることで、校内研修やＯＪＴの取組と

して機能させることができています。 

ＯＪＴについては、特に中学校は部

活動指導もあり放課後の時間を確保す

ることが難しい状況ですが、先進的な

取組やＯＪＴが活発な学校の実践事例

を周知啓発することにより、各校の実

情に合わせた実効的な運営ができるよ

う検討いたします。 

教育センタ

ー 

（２）働き方改革 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）勤務時間の管理・集計 

ⅰ）客観的方法による労働時間管理の

勤務時間の適正な把握のために、令

和３年４月１２日から、市内小中学校

教職員室 
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徹底 

【意見】報告書 128 頁 

 校長や教育委員会等は、「労働時間

の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関するガイドライン」に従

い、客観的方法等により勤務時間の管

理をすべきとされている。 

実際、長時間勤務を減少あるいは削

減するためには、その前提として勤務

時間の適正な把握・管理が必要である

ことは言うまでもない。 

「令和元年度 教育委員会における

学校の働き方改革のための取り組み状

況調査結果」によると、全国的には、

都道府県単位では、①（IC カード、タ

イムカード、パソコンの使用時間の記

録等による客観的な方法で把握してい

る）66.0％、②（校長等の現認により

客観的に把握している）12.8％、③

（庶務事務システムやエクセル等に本

人がシステム入力することにより把握

している）36.2％、④（③以外の方法

による本人からの自己申告により把握

している）2.1％となっており、市区

町村単位では、①47.4％、②19.1％、

③35.3％、④11.0％となっている。な

お、これらは複数回答のため、合計が

100％を超えている。 

市では、パソコンの電源 ON、電源

OFF を基準に勤務時間を管理し、並行

して各教職員に超過勤務申告書を作

成・提出させている。 

これは、パソコンの電源 ON が教職

員の勤務開始時間と連動しておらず、

学校の始業時間が教職員の勤務開始時

間と固定されているため、始業開始ま

での朝の勤務時間がデータ上認識され

ないほか、土日の勤務や持ち帰り時間

もデータ上管理できないことから、自

己申告により勤務時間の管理を補充し

ているものである。 

このように、市では、パソコンの使

用時間の記録とエクセル等に本人がシ

ステム入力する方法を併用して教職員

の勤務時間を管理しているが、自己申

告制はあくまで例外的に認められる方

法であって、原則的には客観的方法等

による勤務時間管理が求められている

ことから、パソコンの使用時間の記録

等といった客観的方法による勤務時間

５５校にＩＣカードによる勤怠管理の

システムを導入し、在校等時間を客観

的に記録することができるようにしま

した。 
ただし、土日の勤務や持ち帰り仕事

については、ＩＣカード上では記録す

ることができないため、今までどおり

自己申告となります。教職員向けに

「勤務時間把握マニュアル」を作成

し、各校に配布しましたが、今後も勤

怠管理に係るマニュアルに基づく正確

な超過勤務時間数の把握について、継

続して管理職に指導していきます。 
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の管理を徹底することが望まれる。 

また、市が自己申告制併用を続ける

場合であっても、「労働時間の適正な

把握のために使用者が講ずべき措置に

関するガイドライン」では、自己申告

による場合にいくつかの事項を求めて

おり、当該事項を遵守する必要があ

る。 

（ア）勤務時間の管理・集計 

ⅱ）持ち帰り時間の把握及び縮減に向

けた取組 

【意見】報告書 130 頁 

 現在、市では、持ち帰り時間を超過

勤務申告書に記入させているが、実態

に合致していない可能性がある。 

「大津市立学校園の教育職員の在校

等時間の上限に関する方針」では、

「持ち帰り業務が行われている実態が

ある場合には、その実態把握に努める

とともに、業務の持ち帰りの縮減に向

けた取り組みを行うこと。」とされて

いる。 

この点、個人情報携出簿上、資料等

を持ち帰っている教職員については自

宅で業務を行っていると思われるが、

それに比して明らかに超過勤務申告書

上の持ち帰り時間が短い等といった場

合、同方針に従って、実態把握を行う

とともに、業務の持ち帰りの縮減に向

けた取組を行うことが必要と考えられ

る。 

ＩＣカードによる勤怠管理を実施し

ていますが、持ち帰り時間の内容の把

握については、教職員の自己申告とな

ります。教職員向けに「勤務時間把握

マニュアル」を作成し、各校に配布し

ましたが、今後も勤怠管理に係るマニ

ュアルに基づく正確な超過勤務時間数

の把握について、継続して管理職に指

導していきます。 

また、管理職を通じて持ち帰り時間

の縮減に向けて、更なる取組を進めら

れるよう指導していきます。 
 

教職員室 

（ア）勤務時間の管理・集計 

ⅲ）教育委員会への集計報告方法の改

善について 

【意見】報告書 130 頁 

 各学校は、教育委員会に対して、３

か月毎に教職員の勤務時間等を報告す

ることとされているが、これは、基本

的には、教育委員会からの要請に従

い、パソコンの使用時間の記録に基づ

いた勤務時間に、超過勤務申告書上の

朝の超過勤務時間と土日祝日の勤務時

間を併せたものを集計して報告してい

る。 

しかしながら、超過勤務申告書上の

朝の超過勤務時間と土日祝日の勤務時

間については、教職員が作成した超過

勤務申告書を手作業で集計しており、

それなりに負荷がかかっているようで

ある。 

今年度からＩＣカードによる勤怠管

理を実施したことにより、朝や放課後

の超過勤務時間数を客観的に記録でき

るようになりました。 
また、勤怠管理ソフトを活用するこ

とにより、管理職が各教職員の超過勤

務時間を集計することができ、自己申

告による土日の勤務を合算すること

で、教育委員会に３か月ごとに報告す

る際の負担・負荷を軽減することがで

きました。 
 

教職員室 
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また、手作業で個別集計するのが負

担ということもあり、パソコンの使用

時間の記録による勤務時間合計に、朝

の超過勤務時間及び土日祝日の勤務時

間の過去平均時間を合算している学校

も見受けられたが、この方法では勤務

時間の実態に合致しておらず、適切に

管理しているとは言い難い。 

この点、例えば、超過勤務申告書の

データを自動的に集計できるようなプ

ログラムを組んで各学校に配布する

等、各学校における超過勤務時間の集

計・報告の負担・負荷を軽減する工夫

が望まれるところである。 

（イ）長時間勤務の原因分析、改善に

向けた取組 

【意見】報告書 131 頁 

 教職員の多忙さが深刻な問題となっ

ており、長時間労働という問題が顕在

化している。 

「令和元年度 教育委員会における

学校の働き方改革のための取り組み状

況調査結果」によると、全国的には、

直近の令和元年６月分では、小学校の

教職員は、①（45 時間以下）46.7％、

②（45 時間超～80 時間以下）

40.1％、③（80 時間超～100 時間以

下）10.1％、④（100 時間超）3.1％

となっており、45 時間超が過半数を超

えている。 

また、中学校の教職員は、①

33.3％、②39.1％、③16.2％、④

11.3％となっており、45 時間超が３分

の２を超えており、100 時間超も１割

を超えている。 

ちなみに、小学校、中学校ともに、

平成 30 年分（４～６月）よりも令和

元年分（４～６月）が①45 時間以下、

②45 時間超～80 時間以下の両方の項

目で増加している一方、③80 時間超～

100 時間以下、④100 時間超の両方の

項目で減少している。 

 

市では、令和元年度の教員１人当た

り月平均超過勤務時間は、小学校 37

校全てで 45 時間以下であり、その平

均値は 26.0 時間であった。 

また、中学校 18 校のうち、17 校で

45 時間以下、１校が 45 時間超であ

り、その平均値は 33.9 時間であっ

各校において、ＩＣカードによる客

観的な超過勤務時間数を基にして、長

時間勤務の原因を分析し、個々の業務

量の平準化や業務の偏りの解消など、

業務改善に向けた取組を進めていきま

す。 

また、市教委としては、各校の超過

勤務縮減に向けて、今年度は５４名の

スクールサポートスタッフを市内小中

学校に配置しています。 

  

教職員室 
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た。 

このように、市の小学校、中学校い

ずれも、超過勤務時間が全国平均と比

べても比較的少ないものと思われる

が、長時間勤務が教員の教える力を低

下させてしまう可能性に鑑みると、さ

らなる長時間勤務の削減が望まれる。 

なお、その前提として、教職員の長

時間勤務の原因を分析して改善につな

げるためにも、どの業務にどの程度の

時間がとられているか、また、どの業

務が負担になっているか等といった分

析が必要と思われる。 

超過勤務時間の削減に向けては、学

校支援システム（校支援）等の ICT を

活用した業務の効率化・省力化、教職

員の業務の平準化のほか、現在、配置

を拡充している SSS（スクールサポー

トスタッフ）の有効な活用等が考えら

れる。 

（ウ）働き方改革に向けた教職員の意

識改革、教育・研修の充実 

【意見】報告書 133 頁 

 教職員の多忙さが深刻な問題となっ

ており、長時間労働という問題が顕在

化しているが、「新しい時代の教育に

向けた持続可能な学校指導・運営体制

の構築のための学校における働き方改

革に関する総合的な方策について（答

申）」でも「教師のこれまでの働き方

を見直し、教師が我が国の学校教育の

蓄積と向かい合って自らの授業を磨く

とともに日々の生活の質や教師人生を

豊かにすることで、自らの人間性や創

造性を高め、子どもたちに対して効果

的な教育活動を行うことができるよう

になることが学校における働き方改革

の目的」であるとされており、働き方

改革を通じて教員の教える力を高め、

それにより児童・生徒の学ぶ力も高ま

るという関係にあると考えられる。 

この点、子どものためという使命感

に基づき、長時間勤務を厭わないとい

う考えがあるかもしれないが、同答申

の「はじめに」で、「‘子供のためで

あればどんな長時間勤務も良しとす

る’という働き方は、教師という職の

崇高な使命感から生まれるものである

が、その中で教師が疲弊していくので

あれば、それは‘子供のため’にはな

令和３年度から実施のＩＣカードに

よる勤怠管理により、１か月の超過勤

務時間数を客観的に把握し、その結果

を各教職員に通知することにより、教

職員に超過勤務時間数を認識させ、意

識改革を促すことを各校に指導してい

ます。 
今後も教職員に向けた働き方改革に

関する研修内容を充実・改善し、より

効果的な研修を実施していきます。 
 

教職員室 
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らないものである。」とされているよ

うに、働き方改革は子どものためにも

なるという意識改革が必要であり、そ

のためにも教職員への研修等を通じた

啓蒙が望まれる。 

ところで、「令和元年度 教育委員

会における学校の働き方改革のための

取り組み状況調査結果」によると、全

国的には、管理職については、都道府

県単位では、①（既に実施した又は実

施中）は 93.6％であり、大半が既に実

施した又は実施中であるのに対して、

市区町村単位では、既に実施した又は

実施中が半数に満たない状況であり、

②（実施に向けて検討中）と③（特に

取り組んでいない、取り組む予定はな

い）の合計が過半数となっている。 

また、管理職以外の教員等について

は、都道府県単位では、①が 63.8％と

大きく下がっており、市区町村単位で

は、①が 20.7％とさらに大きく下が

り、②及び③がいずれも約４割となっ

ている。 

市では、管理職だけでなく、管理職

以外の教職員に対しても働き方改革に

関する研修を実施しているが、引き続

き研修を続けるとともに、その内容を

さらに充実・改善させる取組が望まれ

る。 

（エ）教職員に対する面接指導の有効

化対策 

【意見】報告書 135 頁 

 「長時間労働を行った大津市立小中

学校教職員に対する面接指導等実施要

項」に従って平成 30 年度及び令和元

年度における面接指導を受ける必要が

あると判定された人数のうち、面接指

導を希望した人数の割合は以下のとお

りであった。 

 

（以下：略） 

 

以上のように、面接指導を受ける必

要があると判定された教職員のうちの

ほとんどが面接指導を希望していな

い。 

また、各学校が教育委員会に毎月提

出している「時間外労働等を行った教

職員に係る面接指導の実施結果等」を

閲覧したところ、面接指導を希望しな

 面接指導対象の教職員が面接を希望

しない場合は、管理職による勧奨を行

うとともに、希望しない理由の明記を

求めています。 

 教職員の健康の保持増進のため、面

接指導を有効に活用するための周知や

啓蒙等を引き続き実施するとともに、

面接指導の実効性を高める工夫につい

て検討していきます。 

  

 

教職員室 
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い理由として、疲労感がない、自己管

理により健康を保っているため、休日

等に休養をとることで疲労が回復でき

ているため、疲労感はあるが体調に問

題はなく、面接を受けるほどではな

い、等といったものが挙げられてお

り、ほとんどの理由が同じようなもの

であった。 

これは、学校の負担を軽減するため

に、同書類において予め定型的な理由

を複数用意していることに起因するも

のと思われる。 

実際のところ、こうした理由に基づ

いて面接指導を希望していない可能性

も否定できないが、一部閲覧した範囲

で、面接指導を受けても仕方がない、

面接指導を受ける時間がもったいな

い、面接指導を受ける時間がない、過

去に面接指導を受けたが何も効果がな

かった、といった理由が挙げられてい

た。 

仮に、教職員が特別休暇等で長期間

休養した場合、他の教職員への負担が

増大することになるし、長期間休養し

ない場合であっても、長時間労働が原

因で教員の教える力が低下してしまう

といったことは十分考えられる。 

そこで、予防策としての面接指導を

有効に活用すべく、教職員への周知・

啓蒙等を行うとともに、教職員が面接

指導を受けてもいいと思えるような工

夫・取組が望まれる。 

３．学校施設と統廃合 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（イ）学校統廃合に向けた検討につい

て 

ⅰ）統廃合における教育的観点からの

検討必要性 

【意見】報告書 142 頁 

 教育委員会では、適正化ビジョンに

おいて３つの観点を掲げているが、各

学校区における意見交換会等では、地

域コミュニティにおける学校の役割の

観点についての意見も多数あったとの

ことであり、同観点も重視している。

そのため、学校統廃合に向けた具体的

な検討は行われていないとのことであ

る。同観点につき、その重要性を否定

適正化ビジョンでは、「教育的観

点」、「地域コミュニティにおける学

校の役割の観点」、「財政的観点」の

３つの観点を掲げていますが、このう

ち「教育的観点」を１番に位置付けて

おり、子どもたちのより良い教育環境

の確保を目指しています。 
 教育環境の充実策の１つとして学校

統合を提示していますが、それ以外に

も様々な施策を提示しており、小規模

校や大規模校におけるそれぞれのメリ

ットや課題について、地域の理解も得

ながら、慎重に検討してまいります。 
 

教育総務課 
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するものではないが、教育的観点につ

いての配慮が行えているといえるか、

十分に検討する必要がある。小学校６

年間でクラス替えができない、運動会

で切磋琢磨できない、等は教育的観点

からはやはり課題であり、様々な能

力・才能をもった児童と交流し、自ら

を高める、また、様々なことに興味・

関心を持つ機会を与えるうえで、一定

程度の学校規模を確保することの重要

性も、児童が少なくなった地域コミュ

ニティに対して継続的に訴えていく必

要があるのではないかと考える。 

地理的に通学困難な状況に置かれて

いるのであればまだしも、上記で取り

上げた小学校は、通学範囲として常識

的な範囲内に他の学校が立地してお

り、教育的観点を考慮した、学校の一

定規模確保のための統合についても教

育委員会として検討が必要である。 

（イ）学校統廃合に向けた検討につい

て 

ⅱ）地元との十分な意見交換の推進 

【意見】報告書 142 頁 

 平成 28 年に適正化ビジョンが公表

され、平成 29 年に実施された各学校

区における意見交換会の後、どのよう

な取組を地元に対して行っているのか

を教育委員会に確認したが、具体的な

協議は一部の学区を除き行われていな

いとのことであった。その理由は、適

正化ビジョンにおいて統廃合は選択肢

のうちの一つであり、各学校区におい

て統廃合の機運が高まっている訳では

ないとの理由から行っていないとのこ

とであった。 

適正化ビジョンの公表から４年が経

過しているが、適正化ビジョンで示さ

れたとおり、着実に児童数の減少が進

んでいる状況にある。また、将来小学

校に進学する乳幼児の数も市内で減少

が続いており、適正化の必要性は高ま

っているといえる。 

地元の意向に十分配慮することは言

うまでもないが、ⅲ）で記載する中長

期的な課題解決の観点を踏まえつつ、

丁寧かつ継続的な地元との対話を進め

る必要がある。 

学校は、地域交流やスポーツ活動の

拠点として、また、避難所としての機

能を有するなど、地域コミュニティに

おいて一定の役割を果たしています。

小中学校の規模等適正化の基本方針で

は、３つの観点のひとつに「地域コミ

ュニティにおける学校の役割の観点」

を位置付けており、学校が地域で果た

している多様な機能・役割を踏まえた

上で、必要に応じて地域と意見交換を

行うなど、慎重に検討してまいりま

す。 

 

 

教育総務課 

（イ）学校統廃合に向けた検討につい

て 

令和３年３月に策定した「大津市学 

校施設長寿命化計画」の策定目的は、

教育総務課 
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ⅲ）中長期的な観点からの検討の必要

性 

【意見】報告書 143 頁 

 学校の統廃合は、本稿で取り上げた

様々な課題・論点と密接に関係してお

り、中長期的な観点から検討が必要と

なることに留意が必要である。以下で

は、各課題との関係性について取り上

げる。 

まず、学校統廃合は、教員の負担軽

減の観点から重要である。複数の小学

校が存在すれば、単純に学級数が増加

し、担任の数が増加するという面もあ

るが、各々の小学校で必ず必要となる

役割（校長、教頭、生徒指導担当、い

じめ対策担当教員等）がある。教員の

定員数増加が難しい状況において、別

項で記載している働き方改革ととも

に、学校統廃合によって、一つの小学

校により多くの教員を配置することに

よって、教員一人ひとりが担う役割を

緩和することができるのではないかと

考える。 

また、学校統廃合は、教員の大量退

職への対応の観点からも重要である。

市の教員の年齢構成は、20 代～30 代

前半を中心とする若手層と、50 代後半

を中心とするベテラン層で大きな山を

形成しており、50 代後半のベテラン層

が今後一斉に退職することになる。今

後も同じ学校数を維持しようとした場

合、退職した教員数と同じだけの新規

採用を行わなければならないが、その

場合、採用してから学校統廃合を進め

たとしても、教員の人員を減らすこと

はできなくなる。短期的には小学校全

体での 35 人学級対応のため教員数の

増員が必要となるものの、少子化の改

善が容易に想定されない中、教員数に

大きな影響を与える学校統廃合は、ベ

テラン層の退職が進む今後 10 年間で

戦略的に進める必要がある。 

また、市は、学校施設の施設マネジ

メント方針（建替え・長寿命化・減築

等）について、現在教育委員会で検討

を進めているとのことであるが、長寿

命化や建替えの意思決定を行った後

は、当面は整備した校舎を使用し続け

なければならないことになる。その後

は、統廃合等の意思決定が行えないこ

老朽化した学校施設が多い中、本来で

あれば５０年程度で改築していたサイ

クルを８０年に延命することで予算の

平準化を図ることが目的の１つにあり

ます。ただし、限られた財源の中で施

設の維持改修を行うには、学校施設の

統廃合も１つの手法であり、引き続き

検討してまいります。 
併せて、児童・生徒数の推移や教室

の利用状況を勘案し、児童クラブ等の

他の公共施設を学校に機能集約するこ

とや減築等を含め、様々な手法を検討

してまいります。 
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とになるため、そのような観点からも

統廃合に向けた方針設定を先に進めて

おく必要がある。 

また、学校統廃合は財政面の問題へ

の対応といった側面もある。少子化に

より、ピークの昭和 57 年度から約

21％児童が減少しているにも関わら

ず、学校数は 37 校のまま、教員数も

増加傾向となっており、小学校におけ

る 35 人学級への切り替えといった少

人数学級等の国の施策を考慮したとし

ても、市の財政負担は明らかに高まっ

ている。一方で、教育の質向上の観点

（ICT 教育の充実、ALT の増員等の予

算捻出）から、今後更なる予算が必要

になることが見込まれる。市財政全体

を見た場合に、教育分野だけを聖域と

して予算を維持・拡大することはでき

ない。 

 

以上のように、学校統廃合の議論

は、教育委員会が抱える様々な課題・

論点と密接に関係しており、統廃合に

よって生み出される人的・物的・財政

的な資源を有効活用することで様々な

問題解決に繋げることができるとい

え、その点を考慮したうえで検討の加

速が求められる。 

学校統廃合の議論において、地元の

母校がなくなることに対する地元から

の不満、喪失感は容易に想定されるも

のであり、難しい合意形成になること

は避けられず、時間を要することは明

白である。５年後、10 年後に学校を統

廃合するとしても、今から議論してお

かなければ到底合意に至ることはでき

ず、将来のタイムラインを意識した早

め早めのコミュニケーション、グラン

ドデザインの提示が重要である。 

（イ）学校統廃合に向けた検討につい

て 

ⅳ）公共施設マネジメントと連動した

学校統廃合の検討 

【意見】報告書 145 頁 

 学校統廃合に当たっては、学校の統

廃合のみに焦点を当てるのではなく、

地域として必要となる公共施設は何か

を考え、最適配置を考える、「公共施

設マネジメント」の一環として検討す

べきである。ニュータウンとして整備

学校は、地域交流やスポーツ活動の

拠点として、また、避難所としての機

能を有するなど、地域コミュニティに

おいて一定の役割を果たしています。

小中学校の規模等適正化の基本方針で

は、３つの観点のひとつに「地域コミ

ュニティにおける学校の役割の観点」

を位置付けており、学校が地域で果た

している多様な機能・役割を踏まえた

上で、慎重に検討してまいります。 

教育総務課 
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された地域は、どうしても年齢別の人

口構成がいびつにならざるを得ず、古

くは多摩ニュータウン等、他の市町村

においても人口構成の変化に伴って公

共施設の配置を見直してきた。 

小中学校に通学する児童生徒が減少

している一方、高齢化は進展してお

り、高齢者のための福祉施設は逆に不

足しているケースも想定される。単に

学校をなくす、ということではなく、

学校の代わりに必要となる公共施設の

整備とセットで議論する等、学校統廃

合を地域の在り方を検討する中での議

論として捉えるべきである。 

４．学びの支援 

（１）学校給食 
監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（イ）再委託先の管理 

【結果】報告書 148 頁 

 東部学校給食共同調理場への現地調

査を行った際に、委託業者以外の会社

が業務に関わっているものと思われた

ため、再委託を行っている場合の契約

書の規定について確認を行った。 

まず、大津市東部学校給食共同調理

場整備・運営事業にかかる契約の事業

契約書（以下「事業契約書」とい

う。）の第 21 条第１項において以下

のとおり記載されている。 

「事業者は、本件業務の全部又は一

部の遂行を、提案書類に基づき構成企

業又は協力企業に対して、委託し又は

請け負わせるものとする（以下、委託

又は請負を併せて「委託等」とい

う。）。なお、事業者は、本件業務の

全部又は一部の構成企業又は協力企業

以外の者（以下「構成員等外者」とい

う。）への委託等を行う予定につい

て、予め事業計画書（第 28 条参照）

にその旨明記（市が事業者との事前の

協議により、当該業務の全部又は一部

を当該構成員等外者へ委託等すること

を承諾した場合に限る。）する。」 

この点、事業者は再委託を行ってい

るものの、事前にその旨が明記された

「2020 年度 年次業務計画書」を市に

提出しており、市も再委託を承認して

いる。 

構成員等外者である運送株式会社と

事業者との委託契約書の写しを再委託

の承認時に入手しておりませんでした

が、その後入手しております。 

現在、事業者が新たに再委託を行う

場合は、本市に報告を行う際に再委託

先との委託契約書の提出を求めており

ます。今後、管理者として適切な業務

管理に努めてまいります。 

学校給食課 
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しかしながら、事業契約書第 21 条

第３項において、以下のとおり記載さ

れているが、市は構成員等外者である

運送株式会社と事業者との委託契約書

の写しを再委託の承認時に入手してい

なかった。 

「事業者は、構成員等外者委託契約

が締結された場合（事業計画書に基づ

き委託等を行う場合を含む。）には、

市に対して、締結済みの構成員等外者

委託契約書その他これに付随し、又は

関連する契約書及び法令上作成の必要

な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提

出するものとする。」 

その後、委託契約書を入手している

が、事業契約書第 21 条第３項は再委

託における品質管理の観点から重要な

ものであるため、管理者として適時な

資料の入手が必要であった。 

（ウ）自校方式の給食可否の継続的な

検討 

【意見】報告書 149 頁 

 志賀中学校では大津市と志賀町の合

併以前から自校方式による学校給食の

提供が行われていた。そして、合併後

においても、平成 18 年３月の大津市

と志賀町の合併協定により、例外的に

学校給食の提供が続いていた。 

当該協定では「当面の間、現行のと

おり」学校給食を続けることとされて

いる。現時点で合併から 15 年近く経

過していることからすると、「当面の

間」は十分経過しているものと考えら

れる。 

志賀中学校の自校方式の給食につい

ては、平成 25 年度の包括外部監査に

おいても廃止を検討すべきとの指摘が

あったが、教育委員会において検討を

行った結果、継続を決定したものであ

る。 

合併当時及び上記継続決定の際には

大津市内では中学校給食が実施されて

おらず、志賀中学校の給食がなくなれ

ば保護者の負担が増加する等の問題が

あったことを背景に、自校方式による

学校給食を続けることで合意及び決定

されたものと思われる。しかし、令和

２年１月より、市内の全中学校におい

て学校給食が実施されている現状にお

いては、当該問題は生じないため、他

当該校の給食提供方法について、自

校方式からセンター方式へ変更した場

合における費用について、検討を開始

しました。 

今後、費用面以外のメリット、デメ

リットの整理も行いながら、教育委員

会で意思決定を行う予定です。 

 

学校給食課 
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の中学校と同様に学校給食共同調理場

から給食を配送することが合理的であ

ると考えられる。 

一方、自校方式の給食を提供してい

る志賀中学校に往査した際、関係者か

らヒアリングを実施したところ、自校

方式のメリットとして配送の必要がな

いため、温かい給食を提供できる点

や、それゆえの残食数の少なさが挙げ

られた。 

したがって、市として改めて自校方

式のメリット・デメリットを整理した

上で、継続するか否か検討する必要が

ある。 

（エ）旧東部学校給食共同調理場の跡

地利用 

【意見】報告書 149 頁 

 東部学校給食共同調理場が令和元年

12 月より開設されたことに伴い、旧東

部学校給食共同調理場跡地は現在遊休

地となっている。 

令和２年度において老朽化した建物

の解体設計業務が完了しており、令和

３年度予算において解体を実施する予

定であるが、跡地利用については検討

が進んでいない状況である。 

一般事業会社であれば、固定資産の

減損に係る会計基準に従い、遊休地は

減損の検討を行う必要があり、遊休地

は利活用方法の早期の検討を行うこと

が通常である。 

地方公共団体では、減損処理の検討

は不要であるものの、早期に遊休地の

利活用について検討を行っていく必要

がある点については、一般事業会社と

同様である。令和３年度実施予定の解

体業務と並行して跡地の利用方法につ

いて検討を進めていく必要があると考

えられる。 

今後については、教育委員会におい

て、教育行政の行政財産目的で利活用

の検討を行う必要がある。 

当面は、近接する瀬田北小学校や瀬

田北中学校の来校者等の駐車場として

の利用を考えておりますが、将来的な

跡地利用につきましては、児童生徒の 

将来推計等も注視しつつ、教育委員会

として、検討してまいります。 

教育総務課 

（２）いじめ問題対策 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）各委員会の役割整理 

【意見】報告書 150 頁 

 大津市子どものいじめの防止に関す

る条例によると、「大津の子どもをい

 本市では、「大津市子どものいじめ

の防止に関する条例（以下「条例」と

いう。）に基づき、大津市独自のいじ

め対策を行っていますが、二重三重の

いじめ対策

推進室 
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じめから守る委員会」の役割は以下の

ように定められている。 

 

（以下：略） 

 

 一方、大津市立小中学校いじめ等事

案対策検討委員会規則によると、「大

津市立小中学校いじめ等事案対策検討

委員会」の所管事務は、「教育委員会

の諮問に応じ、市立小学校及び中学校

の児童及び生徒の生命、心身又は財産

に重大な被害が生じた疑いのある事案

の係る事実関係を明確にし、及びその

解決を図るために必要な事項について

調査審議」することとされている（第

２条）。 

このように、大津の子どもをいじめ

から守る委員会と大津市立小中学校い

じめ等事案対策検討委員会とは、前者

が市長の諮問に応じるとされていて、

後者が教育委員会の諮問に応じるとさ

れており、諮問する主体が異なるが、

いずれも諮問機関であるとされてい

る。 

また、後者が「児童及び生徒の生

命、心身又は財産に重大な被害が生じ

た疑いのある事案」に限定されている

のに対して、前者は「相談等を受けた

いじめ」とされていて、特に「児童及

び生徒の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いのある事案」は除く

とされていないことから、前者の対象

が後者の対象を包摂している関係にあ

る。 

さらに、その権限は、前者が「事実

確認及び解決を図るために必要な調

査、審査又は関係者との調整を行」

い、また、「再発防止及びいじめ問題

の解決を図るための方策の提言等を行

う」とされており、後者が「事実関係

を明確にし、及びその解決を図るため

に必要な事項について調査審議し、そ

の結果を答申」するとされており、両

者の権限はほぼ同じであるといえる。 

以上のとおり、大津市立小中学校い

じめ等事案対策検討委員会の対象とな

るような児童及び生徒の生命、心身又

は財産に重大な被害が生じた疑いのあ

る事案については、大津の子どもをい

じめから守る委員会の対象から特段除

体制で学校外にもいじめ被害者の救済

システムを設ける必要性から、市長部

局にいじめ対策推進室を設け、条例に

おいて常設の第三者機関として「大津

の子どもをいじめから守る委員会（以

下「守る委員会」という。）を設置

し、いじめ事案等の調査等を行う権限

を有することとなっています。 

条例第１４条に基づく調査は、法２

８条第１項に基づく「大津市立小中学

校いじめ等事案対策検討委員会」の行

う調査と並行して行う場合があります

が、条例第１７条に「子どもへの調査

等の協力については、子どもに過度な

負担が生じないよう最大限配慮されな

ければならない。」と規定されてお

り、「いじめ防止等のための基本的な

方針」においても述べられているとお

り、並行調査をする場合には、教育委

員会や学校と密接に連携し、重複した

調査などを避け、子どもへの心理的な

負担とならないよう配慮した調査をす

ることとしています。 

また、条例に基づく守る委員会によ

る調査の場合、必ずしも「重大事態」

と判断されている必要はなく、教育委

員会が法第２８条第１項に基づく調査

を実施していない場合であっても、

「相談等のあったいじめ」について必

要な調査等を実施することができま

す。 

つまり、学校外にも救済を求めるこ

とができる第三者機関として被害者に

寄り添った対応をするという意味で

も、あえていじめ事案等の調査等を行

う権限を有することとなっています。 

これは、本市が、平成２３年の事件

の反省に立って、二重三重の救済シス

テムを設けることによっていじめ被害

者を守り、二度と悲しい事件が起こら

ないようにしなければならないという

強い決意によるものです。 

ついては、今後も条例や国の基本方

針に基づき、現状での運用を継続して

まいります。 
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外されていないことからすると、大津

の子どもをいじめから守る委員会の対

象内でもあり、かつ、大津市立小中学

校いじめ等事案対策検討委員会の対象

内でもあることになる。 

また、その権限もほぼ同じであるた

め、両委員会が同じ事案を同じように

調査等を行う可能性も否定できない。 

その場合には、大津の子どもをいじ

めから守る委員会が調査した内容等を

市長へ報告し、その一方で、大津市立

小中学校いじめ等事案対策検討委員会

が調査した内容等を教育委員会へ報告

することになり、別の委員会が独自に

調査した異なる内容を、それぞれ別の

機関に報告するという事態にもなりか

ねない。 

従って、それぞれの委員会の役割

や、その業務範囲・権限等を整理する

ことが望まれる。 

（イ）いじめ問題への対応における各

学校の取組 

ⅲ）いじめ問題への対応における教職

員の事務負荷の軽減 

【意見】報告書 153 頁 

 市では、各学校にいじめ対策委員会

を設置し、いじめの端緒発覚の初期段

階から複数の教職員でいじめ問題の対

応にあたることとしている。 

また、学校毎にいじめ対策担当教員

を選び、同教員がいじめ問題対策の中

心となって対応するような仕組みを設

けている。 

いずれもいじめ問題対策として評価

すべき取組であるが、いじめ対策委員

会の開催頻度が多く、また、関係者も

多いといったこと等に鑑みると、教職

員がいじめ問題への対応に向けた実質

的な協議・検討に注力できるようにす

るためにも、報告や情報共有の方法等

について IT を活用するなど事務負荷

を軽減する取組を検討することが望ま

れる。 

いじめ対策委員会の開催自体は、組

織的にいじめを認知し対応を検討する

ために必須な取組と考えます。 

 その上で、学校や担当教職員の事務

負担については、これまでも大きな課

題と認識し、その軽減策について検討

を行ってきたところです。 

その結果、令和２年度から、いじめ

事案に関する報告に係る事務負担の軽

減を目的に、校務支援システム上で報

告内容を入力する運用に変更しまし

た。担当教員が回答したアンケート結

果によると、報告業務の負担軽減につ

ながったとの回答が約７割あったな

ど、一定の効果が確認できました。 

今後も、教職員が子どもに向き合え

る時間を確保できるよう、事務負荷を

軽減する取組の検討を続けていきま

す。 

児童生徒支

援課 

５．学校現地調査の結果 

①A 小学校 
監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

ⅰ）学校徴収金 

a）学校徴収金の未回収金について 

令和２年度の未回収金については、

令和２年度末までに回収済です。 

Ａ小学校 
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【結果】報告書 154 頁 

学校徴収金が滞納となっていて、一

部回収ができていなかった。学校では

教員、事務職員で何度も児童の家に訪

問し、回収を図ったが、回収できてい

ないため、継続的な回収努力が必要で

ある。 

ⅱ）勤怠管理 

a）持ち帰り時間の適正な把握・管理

について 

【意見】報告書 155 頁 

個人情報携出簿を見たところ、資料

を持ち帰る教員はそれなりにいるが、

超過勤務申告書上、持ち帰り時間に記

入している教員がほとんどいなかっ

た。 

確かに、資料を持ち帰りはするもの

の自宅で作業はしなかった教員がいる

ことは否定できないが、相当数の教員

は、持ち帰って仕事をしても、持ち帰

り時間には記入していないと推察され

るので、適切な労働時間把握・管理の

観点からは、持ち帰り時間も実態に即

して記入するよう要請する必要があ

る。 

 持ち帰り時間については、自己申告

となりますが、教職員向けに「勤務時

間把握マニュアル」を作成し、各校に

配布しました。今後も勤怠管理に係る

マニュアルに基づく正確な超過勤務時

間数の把握について、継続して管理職

に指導していきます。 

教職員室 

ⅱ）勤怠管理 

b）長時間労働者に対する面接指導に

ついて 

【意見】報告書 155 頁 

長時間労働を行ったことから面接指

導の対象になっている教員が少なから

ずいるが、勧奨を受けても希望する教

員が見当たらなかった。また、面接指

導を希望しない理由が全て「疲労感は

なく、体調に問題ない」というもので

あった。 

全ての教員が、本当に疲労感がない

という理由で面接指導を希望しなかっ

た可能性も否定できないが、面接指導

や勧奨が形骸化している等の理由によ

り面接指導を希望しなかった可能性が

高いことから、面接指導の実効性を高

める工夫が必要である。 

面接指導対象の教職員が面接を希望

しない場合は、管理職による勧奨を行

うとともに、希望しない理由の明記を

求めています。 

教職員の健康の保持増進のため、面

接指導を有効に活用するための周知や

啓蒙等を引き続き実施するとともに、

面接指導の実効性を高める工夫につい

て検討していきます。 

  

 

教職員室 

ⅲ）ICT 

a）ハードロッキーの現物と備品台帳

の数の不整合について 

【結果】報告書 155 頁 

ハードロッキーが、備品台帳では 51

個登録されていたのに対して、実物及

び表計算ソフトの管理台帳では 52 個

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳と各種機器を突合するよう指

導しています。 

 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 
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となっていた。確認したところ、校務

用端末は 52 台であったことから、現

物及び表計算ソフトの管理台帳が正し

く、備品台帳が誤りであった。備品台

帳と、現物及び表計算ソフトの管理台

帳との間に差異が生じていた原因は、

令和２年４月１日異動者のハードロッ

キーについて、備品台帳の異動の決裁

の稟議の提出が適時になされていなか

ったためであった。 

新型コロナウイルス感染症禍の影響

で事務手続が遅れていたとしても、当

該学校に往査したのは９月であり、十

分な時間があったといえる。備品の異

動については速やかに行う必要があ

る。 

ⅲ）ICT 

b）ハードロッキーの備品ラベルにつ

いて 

【結果】報告書 155 頁 

ハードロッキーの備品ラベルが貼付

されていないため、個体が識別でき

ず、備品台帳と突合することができな

い状態となっていた。 

早急に新たなセキュリティ体制を構

築する必要がある。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳と各種機器を突合するよう指

導しています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

ⅳ）貴重品・物品管理 

a）備品の不存在について 

【結果】報告書 156 頁 

現物実査のサンプルとして 10 件抽

出したが、下記の備品について、現物

が存在しなかった。令和２年４月に同

種の新型機に更新したとのことであ

り、廃棄申請の決裁を取らずに旧型で

ある当備品を廃棄してしまったものと

推定される。廃棄は決裁を得て行う必

要がある。 

 

備品番号 002106882529-00862 

品名 知能検査器 

取得価格 125,900 円  

取得日 平成 21 年８月 31 日 

当該備品については、他の備品と合

わせて廃棄申請を行う予定です。 

Ａ小学校 

 

 

ⅳ）貴重品・物品管理 

b）未使用の備品について 

【結果】報告書 156 頁 

下記の備品について、備品台帳上は

同一の物が４台あるはずであるとこ

ろ、確認できた現物は１台であり、シ

ールが貼付されていないため４台の中

のどの個体であるかが特定できなかっ

当該備品のうち３台については、他

の備品と合わせて廃棄申請を行う予定

です。未使用の備品については他の学

校での有効活用等について検討中で

す。 

Ａ小学校 
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た。 

さらに、当該備品は未使用となって

いる備品であった。未使用となってい

る備品については必要としている他の

学校等への所管替の検討や、使用に耐

えなくなっている場合や不要である場

合には廃棄申請を行うべきである。 

 

備品番号 002109802529-00906 

品名 無線 LAN アクセスポイント 

取得価格 33,338 円  

取得日 平成 22 年７月 15 日 

②B 小学校 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

ⅰ）学校徴収金 

a）現金集金時の管理簿について 

【結果】報告書 156 頁 

 学年費は口座振替を利用して回収し

ているが、一時的な未納者については

後日、現金で学校に持参する運用とな

っている。口座引落で引き落とされな

かった学年費を回収した現金につい

て、預金口座入金前のものが金庫に入

っていたが、現金の受け取り、払い出

しの管理簿がなかった。 

「学校徴収金要項」において、現金

による集金については、出納簿に記帳

し、整理保管することとされている。

現金の受払いの管理簿を作成する必要

がある。 

現金出納簿を作成し、都度状況確認

を行っています。 

Ｂ小学校 

ⅰ）学校徴収金 

b）精算報告書の監査の実施について 

【結果】報告書 157 頁 

 学年費に余剰が生じた場合は、精算

を行い保護者へ返金されるが、精算報

告前に、学校徴収金にかかる事務が適

正に行われたか、監査を行うこととな

っているものの、監査が実施されてい

なかった。 

監査を受けることについて周知徹底

が必要である。 

（Ｂ小学校） 

ＰＴＡに監査を依頼する予定です。 

 

（学校教育課） 

監査体制の強化について要項に規定

する方向で改正案を作成中であり、改

正後に周知する予定です。 

Ｂ小学校、

学校教育課 

ⅰ）学校徴収金 

c）取扱業者等校内選定委員会の議事

録の未作成について 

【結果】報告書 157 頁 

 「学校徴収金要項」において、契約

金額が高額となる修学旅行、卒業アル

バム制作及び制服等の学校指定物品等

（Ｂ小学校） 

今年度実施した業者選定委員会から

議事録を作成しています。 

今後も議事録を残すよう選定委員会

メンバーにも周知しています。     

 

（学校教育課） 

Ｂ小学校、

学校教育課 
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は、公正な競争や十分な説明責任が果

たせるよう、取扱業者等校内選定委員

会（以下「選定委員会」という。）を

設けて決定し、選定委員会の議事録を

作成することとされている。 

しかし、修学旅行選定委員会の議事

録が作成されていなかった。情報提供

を求められたときには説明責任が果た

せるよう、議事録作成について周知徹

底が必要である。 

要項の改正に合わせ、監査時に指摘

の多い項目についても周知徹底を図り

ます。 

ⅱ）勤怠管理 

a）教育委員会への月 45 時間以上勤務

者の報告漏れ 

【結果】報告書 157 頁 

 毎月、各学校の管理者は、月 45 時

間以上の超過勤務を行った教職員に対

し面談の必要の有無を確認し、「長時

間労働等を行った教職員に対する面接

指導の実施結果等について」（様式第

７号）の所定の様式に従って報告をし

なければならないことになっている

が、当学校では、当該所定様式による

教育委員会への報告を失念していた。 

また、教育委員会所管課は、当該様

式とは別に、年４回、３か月ごとに集

計報告様式で 45 時間以上勤務者の報

告を当学校から受けており、45 時間以

上勤務者がいたことは把握できていた

はずであって、教育委員会所管課側か

ら督促を行う必要があったと考えられ

る。 

（Ｂ小学校） 

報告漏れ分については、監査後に速

やかに遡って報告しました。その後は

漏れなく報告をしています。 

 

（教職員室） 

学校側に報告の遺漏がないように指

導を徹底するとともに、教育委員会と

しても、期限までに報告がない学校に

は督促することとしました。 

Ｂ小学校、

教職員室 

ⅲ）ICT 

a）ハードロッキーの備品ラベルにつ

いて 

【結果】報告書 157 頁 

 ハードロッキーの備品ラベルが貼付

されていないため、個体が識別でき

ず、備品台帳と突合することができな

い状態となっていた。 

早急に新たなセキュリティ体制を構

築する必要がある。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳と各種機器を突合するよう指

導しています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

ⅳ）貴重品・物品管理 

a）金庫の鍵の保管について 

【意見】報告書 158 頁 

 金庫の鍵が職員室の入り口近くの机

の引き出しに保管されており、セキュ

リティの観点から望ましくないため、

保管場所の変更が必要である。 

保管場所を変更しました。 Ｂ小学校 

 

ⅳ）貴重品・物品管理 

b）ネットバンキングにかかるセキュ

ログインＩＤ、パスワード（共に一

部伏字）が記載された用紙の保管場所

Ｂ小学校 
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リティについて 

【意見】報告書 158 頁 

 金庫の中ではネットバンキングのト

ランザクション認証用トークンとログ

イン ID、パスワード（共に一部伏字）

が記載された用紙が一緒に保管されて

いた。これら２つが揃うとネットバン

キングからの出金が行えてしまうた

め、不正出金のリスクを低減するため

に、それぞれ異なる場所で保管する

か、パスワードについてはメモを残さ

ないようにし、セキュリティの向上を

図る必要がある。 

を変更しました。 

③C 小学校 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

ⅰ）学校徴収金 

a）精算報告書の監査の実施について 

【結果】報告書 158 頁 

 学年費に余剰が生じた場合は、精算

を行い保護者へ返金されるが、精算報

告前に、学校徴収金にかかる事務が適

正に行われたか、監査を行うこととな

っている。 

この監査は２名以上で行うこととさ

れているが、ここでは１名で監査が行

われていた。 

２名以上での監査実施について周知

徹底が必要である。 

（Ｃ小学校） 

監査を２名で行うように方針を決定

しました。誰が監査を行うかについて

は検討中です。 

 

（学校教育課） 

監査体制の強化について要項に規定

する方向で改正案を作成中であり、改

正後に周知する予定です。 

Ｃ小学校、

学校教育課 

ⅱ）ICT 

a）PC のワイヤーロック漏れ 

【結果】報告書 158 頁 

 教職員室の校務用端末でワイヤーロ

ックがなされていないものが複数見受

けられた。 

大津市立学校情報セキュリティポリ

シーでは、校務用端末はワイヤーで固

定する旨の定めがあるため、ワイヤー

ロックを行う必要がある。 

すぐにワイヤーロックを行いまし

た。各自がセキュリティに関して意識

を高めるよう徹底を図りました。 

 

Ｃ小学校 

ⅲ）貴重品・物品管理 

a）備品ラベルの貼付漏れ及び保管場

所の管理について 

【結果】報告書 159 頁 

 現物実査のサンプルとして 10 件抽

出したが、下記の No.１の備品につい

て、備品台帳に登録されているものと

推測される現物は存在していたものの

備品ラベルの貼付がなく、現物と備品

台帳の突合ができなかった。 

備品ラベルが貼付できていなかった

ものについてはラベルを貼付しまし

た。また、保管場所についても備品台

帳に変更を記載しました。今後、備品

点検において台帳との整合性の徹底に

努めます。 

Ｃ小学校 
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また、以下の No.１及び No.２の備

品について、備品台帳の備考欄に記載

されている保管場所と異なる場所に保

管されていた。 

備品棚卸に際して、備品ラベルの貼

付の有無の確認及び保管場所の修正を

行うべきである。 

 

【No.１】 

備品番号 002038552527-01486 

品名 イージーコントローラー 

備考（保管場所） 図書室 

【No.２】 

備品番号 002035672527-01465 

品名 電子黒板 

備考（保管場所） 図書室   

④D 中学校 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

ⅰ）学校徴収金 

a）精算報告書の監査の実施について 

【結果】報告書 159 頁 

 学年費に余剰が生じた場合は、精算

を行い保護者へ返金されるが、精算報

告前に、学校徴収金にかかる事務が適

正に行われたか、監査を行うこととな

っている。 

この監査は２名以上で行うこととさ

れているが、ここでは１名で監査が行

われていた。 

２名以上での監査実施について周知

徹底が必要である。 

（Ｄ中学校） 

令和２年度会計分から、２名で監査

を実施しています。 

 

（学校教育課） 

監査体制の強化について要項に規定

する方向で改正案を作成中であり、改

正後に周知する予定です。 

Ｄ中学校、

学校教育課 

ⅱ）勤怠管理 

a）持ち帰り時間の適正な把握・管理

について 

【意見】報告書 159 頁 

 個人情報携出簿を確認したところ、

資料を持ち帰る教員はそれなりにいる

が、超過勤務申告書上、持ち帰り時間

に記入している教員は多くなかった。 

確かに、資料を持ち帰りはするもの

の自宅で作業はしなかった教員もがい

ることは否定できないが、相当数の教

員は、持ち帰って仕事をしても、持ち

帰り時間には記入していないと推察さ

れるので、適切な労働時間把握・管理

の観点からは、持ち帰り時間も実態に

即して記入するよう要請する必要があ

る。 

 持ち帰り時間については、自己申告

となりますが、教職員向けに「勤務時

間把握マニュアル」を作成し、各校に

配布しました。今後も勤怠管理に係る

マニュアルに基づく正確な超過勤務時

間数の把握について、継続して管理職

に指導していきます。 

 

教職員室 
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ⅱ）勤怠管理 

b）長時間労働者に対する面接指導に

ついて 

【意見】報告書 160 頁 

 長時間労働を行ったことから面接指

導の対象になっている教員が少なから

ずいるが、勧奨を受けても希望する教

員が見当たらなかった。また、面接指

導を希望しない理由がほとんど同じ

（「自己管理により健康を保っている

ため」、「休日等に休養をとることで

疲労が回復できているため」、「疲労

感はあるが体調に問題はなく、面接を

受けるほどではない」等）であった。 

全ての教員が、本当にこれらの理由

で面接指導を希望しなかった可能性も

否定できないが、面接指導や勧奨が形

骸化している等の理由により面接指導

を希望しなかった可能性が高いことか

ら、面接指導の実効性を高める工夫が

必要である。 

この点、前年度分を閲覧したとこ

ろ、様々な理由が書かれており、その

中には、面接指導を受けても仕方がな

い、面接指導を受ける時間がもったい

ない、面接指導を受ける時間がない、

過去に面接指導を受けたが何も効果が

なかった、といったものがあり、これ

らを踏まえた上で対策を考える必要が

ある。 

面接指導対象の教職員が面接を希望

しない場合は、管理職による勧奨を行

うとともに、希望しない理由の明記を

求めています。 

教職員の健康の保持増進のため、面

接指導を有効に活用するための周知や

啓蒙等を引き続き実施するとともに、

面接指導の実効性を高める工夫につい

て検討していきます。 

 

教職員室 

ⅲ）ICT 

a）私物 PC の持ち込みについて 

【結果】報告書 160 頁 

 初任者指導員の教員は地域ごとに配

置されており、所属学校から新任教員

の指導のために地域の他の学校を来訪

して指導を行う仕組みとなっている。 

ここで、初任者指導員の教員も自身

の貸与校務用端末を保有しているもの

の、自身の所属学校に貸与校務用端末

を置いてきており、D 中学校への教員

指導に当たって、私物の端末を持参し

て、指導を行っていた。 

大津市立学校情報セキュリティポリ

シーでは、教員は個人の私物の端末を

持ち込んで情報処理を行うことは認め

られておらず、セキュリティポリシー

に違反している。 

セキュリティポリシーに沿った運用

が必要である。 

今年度に学校ＩＣＴ支援室が開催す

る各種研修等の中で、教育情報セキュ

リティに関した指導を行い、各校の情

報化リーダー向けの研修においても、

私物の端末を持ち込まないよう周知徹

底しました。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 
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ⅲ）ICT 

b）ハードロッキーの備品ラベルにつ

いて 

【結果】報告書 160 頁 

 ハードロッキーの備品ラベルが貼付

されていないため、個体が識別でき

ず、備品台帳と突合することができな

い状態となっていた。 

早急に新たなセキュリティ体制を構

築する必要がある。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳と各種機器を突合するよう指

導しています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

ⅳ）貴重品・物品管理 

a）備品の不存在について 

【結果】報告書 161 頁 

現物実査のサンプルとして 10 件抽

出したが、下記の２件の備品について

は廃棄済みとのことであり、備品台帳

に記載の資産の確認ができなかった。 

 

備品番号 002999662616-00203 

品名 パーソナルコンピュータ 

取得価格 386,662 円 

取得日 平成６年４月１日 

 

備品番号 003006422616-00603 

品名 車いす 

取得価格 52,000 円 

取得日 平成 13 年 11 月 16 日 

 

廃棄した資産については適宜備品台

帳からの削除が必要であり、備品棚卸

の結果の適切な反映が必要である。 

当該備品については、廃棄申請を

し、契約検査課の承認を得て、備品台

帳から削除しました。 

Ｄ中学校 

 

ⅳ）貴重品・物品管理 

b）備品ラベルの貼付漏れについて 

【結果】報告書 161 頁 

 現物が確認できなかった上記２件を

除く残る８件のうち、６件について、

備品台帳に登録されているものと推測

される現物は存在していたものの備品

ラベルの貼付がなく、現物と備品台帳

の突合ができなかった。 

大津市財務規則第 139 条では備品ご

とに備品ラベルの貼付が必要であり、

適切に備品管理を行う必要がある。 

備品ラベルを貼付しました。 

 

Ｄ中学校 

 

ⅳ）貴重品・物品管理 

c）棚卸結果の備品台帳への反映につ

いて 

【結果】報告書 161 頁 

 令和２年５月に現物棚卸が実施され

ており、現物棚卸を実施した教員から

は、複数の物品について、現物所在不

当該所在不明の備品については、契

約検査課の承認を得て、備品台帳から

削除しました。 

Ｄ中学校 
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明の報告が事務職員に報告されていた

が、所在不明の備品が、なお備品台帳

に登録が残ったままの状態となってい

た。 

大津市財務規則第 149 条では、備品

が亡失となった場合には物品の亡失を

報告することを定めており、最終的に

は備品台帳から登録を抹消する必要が

あるが、その事務処理が適切に実施さ

れていなかったものと推測される。 

備品棚卸の結果を適切に反映すると

ともに、適切な事務処理を行う必要が

ある。 

なお、監査時点では契約検査課に削

除申請中であり、まだ承認処理が行わ

れていなかったとのことであった。 

ⅳ）貴重品・物品管理 

d）公衆電話料金収入に係る現金管理 

【結果】報告書 161 頁 

 約半数の学校には公衆電話が設置さ

れている。 

金庫の観察及び実査を行ったとこ

ろ、公衆電話で収受された現金を預け

入れるための校長名義の通帳が保管さ

れていた。公衆電話料金は市の収受金

であり、市の歳入歳出外現金として適

切に処理する必要がある。 

教育委員会事務局に管理を引き継

ぎ、現在は市の歳入歳出外現金として

管理しています。 

Ｄ中学校 

 

⑤E 中学校 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

ⅰ）学校徴収金 

a）精算報告書の監査の実施について 

【結果】報告書 162 頁 

 学年費に余剰が生じた場合は、精算

を行い保護者へ返金されるが、精算報

告前に、学校徴収金にかかる事務が適

正に行われたか、監査を行うこととな

っている。 

この監査は２名以上で行うこととさ

れているが、ここでは１名で監査が行

われていた。 

２名以上での監査実施について周知

徹底が必要である。 

（Ｅ中学校） 

監査については令和２年度会計分か

ら２名で行っております。 

 

（学校教育課） 

監査体制の強化について要項に規定

する方向で改正案を作成中であり、改

正後に周知する予定です。 

Ｅ中学校、

学校教育課 

ⅱ）勤怠管理 

a）超過勤務申告書の作成方法及び集

計方法について 

【意見】報告書 162 頁 

 各教員は、超過勤務申告書という表

計算ソフトの勤怠管理台帳を作成して

（Ｅ中学校） 

今年度からＩＣカードによる勤怠管

理が導入され、超過勤務時間数を客観

的に把握できるようになりました。 

なお、土日の勤務や持ち帰り時間に

ついては自己申告となりますが、勤怠

Ｅ中学校、

教職員室 
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監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

管理者に提出し、管理者は、以下の方

法で超過勤務時間を集計することとな

っている。 

また、１時間未満の端数が生じた場

合は切り上げることとなっている

（例：45.3 時間の場合、46 時間）。 

 

Ａ.ＰＣにより把握した超過勤務時間

（『SKYSEA ClientView』の解析）＋

Ｂ.朝の超過勤務時間（『超過勤務申

告書』）＋Ｃ.土日祝日の勤務時間

（『超過勤務申告書』） 

 

当学校では、前年度の管理者は上記

の A のとおり、端末の時間解析を用い

ていたが、今年度になって管理者が異

動で変わってから現在の管理者は上記

の A の時間についても『超過勤務申告

書』で把握するようになっていた。な

お、現在の管理者が上記の A の時間に

ついても『超過勤務申告書』で把握し

ている理由は、端末からログイン時間

を出力する方法を知らないため、との

回答であった。 

また、『超過勤務申告書』の持ち帰

り時間の表計算ソフトの合計時間の関

数が破損しているのかそれとも値が直

接入力されているのかはわからないも

のの、正しくない数字で表示されてい

たが、合計欄の数字が正しくないこと

に、管理者は気付いていなかった。な

お、この関数が破損した持ち帰り時間

合計欄を管理者は使用していなかった

ため、勤怠に影響はなかった。 

さらに、１時間未満の端数が生じた

場合は切り上げることとなっている

が、前任の管理者は端数切り下げで計

算していた。 

「労働時間の適正な把握のために使

用者が講ずべき措置に関するガイドラ

イン」（厚生労働省、平成 29 年１月

20 日）では、自己申告よりも端末のロ

グイン時間による勤怠時間の把握が例

示されており、市の就業時間の把握方

法についても厚生労働省のガイドライ

ンに沿ったものであることから、管理

者は規定どおりに勤怠時間を把握すべ

きである。また、管理者によって時間

の集計方法が異なることは明らかに勤

怠管理の公平性を欠いており、画一的

管理に係るマニュアルに基づく正確な

超過勤務時間数の把握について、教職

員に徹底しました。 

 

（教職員室） 

今年度からＩＣカードによる勤怠管

理を実施したことにより、朝や放課後

の超過勤務時間数を客観的に記録でき

るようになりました。 

なお、土日の勤務や持ち帰り時間に

ついては、自己申告となりますが、各

校で勤怠管理が正しく運用できるよう

に、管理職向けの「集計マニュアル」

と職員向けの「勤務時間把握マニュア

ル」を作成し、各校に配布しました。 

今後も適正な勤怠管理ができるよう

継続して指導をしていきます。 
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な管理を行う必要がある。 

よって、各学校の勤怠管理者に、勤

怠管理の正しい運用の指導を、再度徹

底する必要がある。また、例えばタイ

ムカードや勤怠 IC カードの導入等、

より精度が高く、なおかつ恣意性の入

らない画一的な勤怠管理の仕組みを構

築することが望まれる。 

ⅲ）ICT 

a）PC のワイヤーロック漏れ 

【結果】報告書 163 頁 

 教職員室の校務用端末でワイヤーロ

ックがなされていないものが複数見受

けられた。 

大津市立学校情報セキュリティポリ

シーでは、校務用端末はワイヤーで固

定する旨の定めがあるため、ワイヤー

ロックを行う必要がある。 

職員の校務用端末でワイヤーロック

がなされていないものが２台あったの

ですぐにワイヤーを取り付けました。 

Ｅ中学校 

ⅲ）ICT 

b）ハードロッキーの保管ボックスが

未施錠 

【結果】報告書 163 頁 

当学校ではハードロッキーを保管ボ

ックスに鍵がかかる仕様になっている

ものの、鍵をかける運用がなされてい

なかった。他の学校では、ハードロッ

キーの保管ボックスは施錠の上、さら

にそのカギを鍵のかかる机に格納して

施錠するという二重の物理セキュリテ

ィをとっていたことから、ハードロッ

キーの情報セキュリティ上の重要性を

鑑みて、当学校でもハードロッキーの

保管ボックスは夜間以降の勤務時間外

は施錠する運用をすべきである。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更されたことによ

り、保管ボックスを使用する必要がな

くなりました。 

Ｅ中学校 

ⅲ）ICT 

c）ハードロッキーの備品ラベルにつ

いて 

【結果】報告書 164 頁 

 ハードロッキーの備品ラベルが貼付

されていないため、個体が識別でき

ず、備品台帳と突合することができな

い状態となっていた。 

早急に新たなセキュリティ体制を構

築する必要がある。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳と各種機器を突合するよう指

導しています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

ⅳ）貴重品・物品管理 

a）備品の不存在について 

【結果】報告書 164 頁 

 備品台帳よりサンプル 10 件を抽出

し、実物との照合を行った。 

10 件中下記の４件については廃棄済

当該備品のうち、16 ミリ映写機、自

動かんな盤については、今年度の棚卸

作業時に実物確認ができたため、台帳

に記載のままとします。 

残りの２件については、他の備品と

合わせて廃棄申請を行う予定です。 

Ｅ中学校 
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みとのことであり、備品台帳に記載の

資産の確認ができなかった。 

 

備品番号 002358682601-00704 

品名 パーソナルコンピュータ 

取得価格 697,800 円 

取得日 平成元年 10 月１日 

 

備品番号 002334872601-00003 

品名 16 ミリ映写機 

取得価格 424,033 円 

取得日 平成元年 11 月８日 

 

備品番号 002339292601-00282 

品名 自動かんな盤 

取得価格 498,000 円 

取得日 昭和 56 年８月 31 日 

    

備品番号 002339822601-00334 

品名 テレビ受像機 

取得価格 173,000 円 

取得日 平成５年 11 月４日 

 

廃棄した資産については適宜備品台

帳からの削除が必要であり、備品棚卸

の結果の適切な反映が必要である。 

ⅳ）貴重品・物品管理 

b）棚卸リストの配布漏れ及び回収漏

れ 

【結果】報告書 164 頁 

 備品台帳を担当科目ごとに振り分

け、棚卸を実施していたが、担当科目

の無い備品（机等共用備品）について

は棚卸リストの配布が適切になされて

いないものがあった。 

また、配布した棚卸リストが全て網

羅的に回収できていなかった。 

備品台帳を分割して配布し、棚卸を

実施する場合はナンバリング等で枚数

の管理を徹底することで、備品台帳の

内容が網羅的に配布及び回収できるよ

うにする必要がある。 

今年度の棚卸作業では、共用備品に

ついては教室ごとにリストを作成し、

担当教員に配布しました。配布した棚

卸しリストは全て回収しました。 

Ｅ中学校 

ⅳ）貴重品・物品管理 

c）棚卸結果の備品台帳への反映につ

いて 

【結果】報告書 164 頁 

棚卸の結果、実物が確認できなかっ

たものが棚卸リスト上明示されていた

が、その後特段の廃棄処理等実施され

ていなかった。実物確認できなかった

実物確認できなかった備品について

は、産業廃棄物回収のタイミングに合

わせて廃棄申請を行う予定です。 

Ｅ中学校 
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資産については、別の場所に紛れてい

ないか、廃棄済みであるか等確認の

上、実際に所在が確認できなかったも

のは適宜廃棄処理する必要がある。 

ⅳ）貴重品・物品管理 

d）備品廃棄手続の周知徹底 

【結果】報告書 165 頁 

 令和元年８月の備品棚卸の際に児童

生徒用の机・椅子について、帳簿上の

管理数と棚卸実数に大きな差が生じて

いた。帳簿上 1,345 個あるべきとこ

ろ、実数は 1,049 個であり、296 個の

差が生じていた。 

内容を確認したところ、教員が廃棄

の適正な手続を経ずに、処分を行って

いたため、差が生じてしまったとのこ

とである。廃棄する場合は事務担当に

その旨連絡することになっており、教

員が適切な事務手続を徹底できていな

かったため、差異が発生している。 

備品の管理は備品担当事務だけの業

務ではなく、各教員含め、学校全体で

取り組むものであり、それぞれが適切

な手続を理解し、徹底する必要があ

る。 

机等の備品の廃棄手続について職員

へ再度周知しました。 

Ｅ中学校 

ⅳ）貴重品・物品管理 

e）簿外の切手について 

【意見】報告書 165 頁 

 金庫の実査を行ったところ、管理簿

に記録されていない簿外の切手があっ

た。内容を確認すると、過去に寄附や

景品で入手した切手がそのまま金庫に

入れられており、購入したものではな

いため、管理簿で在庫管理されていな

かった。 

金庫の管理簿としては、金庫の中に

あるものを網羅的に記載されるべきで

あり、簿外の資産があることは適切で

はないため、管理簿と実物の整合を徹

底する必要がある。 

これまで簿外で管理していた切手に

ついては、職員による寄附により取得

したものであったため、職員へ返却

し、簿外の切手はなくなりました。今

後、金庫の管理簿と実物の照合を徹底

してまいります。 

Ｅ中学校 

⑥F 中学校 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

ⅰ）学校徴収金 

a）物品購入時の見積書の入手につい

て 

【結果】報告書 165 頁 

 「学校徴収金要項」において物品の

購入の際には、事前に見積書を添付し

（Ｆ中学校） 

 見積書の添付について、職員に周知

しました。 

 

（学校教育課） 

要項に基づく事務処理について周知

Ｆ中学校、

学校教育課 
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購入伺い書を提出して決裁を受けたう

えで業者に発注をすること、及び 10

万円を超える支出については複数業者

による見積合わせを行うこととしてい

る。 

しかし、見積書を入手せず、請求書

を添付した支出伺い書による事後決裁

にて支出していた。また、10 万円を超

える支出についての複数業者による見

積合わせもなかった。見積書を添付し

た購入伺い書による事前決裁を受ける

こと、支出が 10 万円を超える契約に

ついては、複数業者からの見積り合わ

せを実施することの周知徹底が必要で

ある。 

徹底を図ります。 

ⅰ）学校徴収金 

b）精算報告書の監査の実施について 

【結果】報告書 166 頁 

 学年費に余剰が生じた場合は、精算

を行い保護者へ返金されるが、精算報

告前に、学校徴収金にかかる事務が適

正に行われたか、監査を行うこととな

っているものの、監査が実施されてい

なかった。 

監査を受けることについて周知徹底

が必要である。 

（Ｆ中学校） 

 監査の実施方法について検討してい

ます。 

 

（学校教育課） 

監査体制の強化について要項に規定

する方向で改正案を作成中であり、改

正後に周知する予定です。 

 

  

Ｆ中学校、

学校教育課 

ⅱ）勤怠管理 

a）長時間労働者に対する面接指導に

ついて 

【意見】報告書 166 頁 

 長時間労働を行ったことから面接指

導の対象になっている教員が少なから

ずいるが、勧奨を受けても希望する教

員がほとんどいなかった。また、面接

指導を希望しない理由がほとんど同じ

（「疲労の蓄積を感じていないため」

等）であった。 

全ての教員が、同じような理由で面

接指導を希望しなかった可能性も否定

できないが、面接指導や勧奨が形骸化

している等の理由により面接指導を希

望しなかった可能性が高いことから、

面接指導の実効性を高める工夫が必要

である。 

面接指導対象の教職員が面接を希望

しない場合は、管理職による勧奨を行

うとともに、希望しない理由の明記を

求めています。 

 教職員の健康の保持増進のため、面

接指導を有効に活用するための周知や

啓蒙等を引き続き実施するとともに、

面接指導の実効性を高める工夫につい

て検討していきます。 

  

 

教職員室 

ⅱ）勤怠管理 

b）超過勤務時間の集計方法について 

【意見】報告書 166 頁 

 教育委員会へ報告している超過勤務

時間については、パソコンの ON（学校

の始業時間と同じ）、OFF の時間を集

今年度からＩⅭカードによる勤怠管

理を実施しており、朝の超過勤務時間

数を客観的に記録しています。 

教職員室 
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計したものに、過去の全教員の朝の勤

務時間の平均時間を加算したものとの

ことであった。 

この方法では、少なくとも朝の勤務

時間が実態と合致しておらず、適正に

労働時間を把握・管理しているとは言

えないため、実態に即した労働時間の

把握・管理を行う必要がある。 

ⅲ）ICT 

a）故障したタブレットの管理につい

て 

【意見】報告書 166 頁 

 F 中学校が管理するタブレット 41 台

のうち、７台について電源が入らな

い、タッチパネルが反応しない等の不

具合が生じていた。 

端末のリース契約上、不具合の修繕

のためには追加的なコストや時間がか

かるため、修繕の順番を待ちながら不

具合のない端末での時間割の調整や使

用クラスの重なりが無いような運用に

より、支障がでないようにしていると

のことであった。 

また、故障している端末を学校で保

管しても、管理スペースを徒に占用

し、また紛失等が生じないように現物

管理を行うことが必要となり、手間が

生じることになる。 

次回以降のタブレット契約に際して

は、不具合発生時の修繕・交換もでき

るような契約とすることも検討するこ

とが望まれる。 

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、タ

ブレット端末配備において、一定の条

件の下で動産保険が適用できるようリ

ース契約を行っています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

ⅲ）ICT 

b）ハードロッキーの備品ラベルにつ

いて 

【結果】報告書 167 頁 

 ハードロッキーの備品ラベルが貼付

されていないため、個体が識別でき

ず、備品台帳と突合することができな

い状態となっていた。 

早急に新たなセキュリティ体制を構

築する必要がある。 

校務用端末については、ハードロッ

キーの使用を廃止し、個人認証でログ

インする運用に変更しました。また、

各校に学校別の資産管理台帳を配布

し、台帳と各種機器を突合するよう指

導しています。 

学校教育課

学校ＩＣＴ

支援室 

ⅳ）貴重品・物品管理 

a）備品ラベルの貼付漏れについて 

【結果】報告書 167 頁 

 現物実査のサンプルとして 10 件抽

出したが、うち２件について、備品台

帳に登録されているものと推測される

現物は存在していたものの、備品ラベ

ルの貼付がなく、現物と備品台帳の突

 備品ラベルが貼付できていなかった

ものについては、備品シールの再発行

を契約検査課に依頼し、貼付します。 

Ｆ中学校 
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合ができなかった。 

大津市財務規則第 139 条では備品ご

とに備品ラベルの貼付が必要であり、

適切に備品管理を行う必要がある。 

ⅳ）貴重品・物品管理 

b）備品の処分について 

【結果】報告書 167 頁 

 現物実査のサンプルとして 10 件抽

出したが、下記の備品について、備品

ラベルは貼付されていたものの、現在

は使用されていなかった。 

 

備品番号 003084562618-00905 

品名 チャイム プログラムタイマ

ー 

取得価格 270,400 円 

取得日 平成 10 年１月 27 日 

 

 未使用の備品を適時に処分しなけれ

ば使用中の備品の保管場所を圧迫する

ことになるため、使用見込みのなくな

った時点で廃棄が必要である。 

 現物実査時は未使用だと思われてい

ましたが、当該備品は現在も使用して

いる機器と接続されており必要なもの

でした。そのため、廃棄はいたしませ

ん。 

Ｆ中学校 

ⅳ）貴重品・物品管理 

c）備品台帳の管理について 

【結果】報告書 167 頁 

 現物実査サンプルとして 10 件抽出

したが、うち３件について、取得日が

明治 31 年 10 月１日となっていた。 

システム上、取得日が未入力であれ

ば当該年月日が自動入力されるとのこ

とであった。 

備品台帳の管理の観点からは正しい

取得日を入力する必要がある。 

 正確な取得日がわからないため、入

力は不可能です。 

Ｆ中学校 

ⅳ）貴重品・物品管理 

d）金庫の管理体制について 

【意見】報告書 168 頁 

 金庫の観察及び実査を行った結果、

金庫の鍵が担当職員の机の引き出しに

保管されており、管理簿等も作成され

ていなかった。 

金庫の適切な管理の観点から、金庫

の鍵の管理簿等を作成し、鍵の管理は

管理職が行うべきである。 

 鍵の保管場所や方法は検討中です

が、管理簿については金庫の利用頻度

等の実情を考えると作成は困難です。 

Ｆ中学校 

⑦その他 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

（ア）物理的セキュリティの確保につ

いて 

【意見】報告書 168 頁 

当該校におけるフェンスについて

は、学校及び地域と調整の上、令和２

年度に設置いたしました。 

教育総務課 
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監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

 敷地がフェンス等の物理的障壁で覆

われていない学校が存在する。学校が

物理的なフェンス等によって覆われて

いることは児童生徒の安全を確保する

うえで基礎的な事項であると考えられ

ることから、物理セキュリティの確保

のためにも、フェンスの設置等を講じ

ることが望ましい。 

６．物品管理 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

①棚卸結果の文書化及び備品台帳への

反映について 

【結果】報告書 170 頁 

 備品台帳と備品の突合については

「備品管理マニュアル」に定められて

おり、市の全学校園につき、実施が要

求されている。また、確認の際の注意

点において詳細に記載されており、備

品台帳と備品の突合に差異がある場合

は、各学校で差異内容を調査し、備品

台帳が実際の備品の管理状況と整合す

るかを確認することとしている。 

備品台帳と備品の突合については、

小学校 37 校、中学校 18 校で実施され

ていた。ただし、実施結果の保管につ

いては、そもそも規定がないためか、

備品の棚卸（現物確認）実施結果の文

書化については、小学校 18 校、中学

校 11 校が実施しているとアンケート

に回答があったものの、残りの小学校

19 校、中学校７校については実施して

いないと回答があった。なお、学校側

の作業が適正に実施されているかを確

認する部署はない。 

また、学校現地調査の結果、台帳に

記載の備品がない場合に、備品台帳か

らの除却処理が適切に実施されていな

かった。備品の突合結果を適切に備品

台帳に反映する必要がある。 

備品の棚卸し（現物確認）はその結

果を契約検査課に報告することになっ

ており、全ての学校において報告がさ

れています（修正後の備品台帳を提

出）。実施結果を文書化することは規

定していないため、実施していないと

回答した学校があったと思われます。

今後、報告様式の文書化については契

約検査課と協議します。 

 

学校教育課 

７．学校徴収金 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

①口座振替による徴収について 

【意見】報告書 173 頁 

 学校徴収金については、合理化、事

務負担の軽減、安全・確実な管理を図

るため、現金による徴収でなく口座振

当該２校については令和３年度も現

金による集金を行うこととなりました

が、口座振替の利用を今後も働きかけ

ていきます。 

学校教育課 
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監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

替による徴収が有用である。学校徴収

金要項においても、徴収方法として口

座振替制度を勧めている。 

全校に実施したアンケートによる

と、学年費や卒業旅行等の積立金につ

いては、２校を除き全て口座振替によ

る徴収であった。 

現金集金の当該２校によると、へき

地校であり、金融機関が遠く、口座振

替の利便性を感じないため現金にて集

金しているとのことであるが、安全・

確実な集金をするためにも口座振替制

度の導入を検討されたい。 

②ドリル・ワーク等の副教材の選定に

ついて 

【意見】報告書 173 頁 

 修学旅行、卒業アルバム制作及び制

服等の学校指定物品は、選定委員会を

設けて決定し、議事録を作成すること

とされているが、学年費の主たる使途

であるドリル・ワーク等の副教材の決

定については、特段の記載はない。 

ドリル・ワーク等の副教材の学年費

に占める金額的割合は高く、その選定

については説明責任を果たせるように

すべきであると考える。これらは各学

校の各教科の教員により議論して選定

されているが、その選定過程を記録し

た議事録等は、往査した学校のいずれ

も作成されていなかった。 

保護者への説明責任を果たせるよ

う、ドリル・ワーク等の副教材につい

ても選定過程を記録して残すことが望

まれる。 

ドリル・ワーク等の選定経過を記録

することは、保護者への説明責任を果

たすために必要であると考えますが、

記録様式の作成などの学校へ通知する

ための準備は未着手です。 

学校教育課 

③ドリル・ワーク等の副教材の購入手

続及び内容の統一化について 

【意見】報告書 174 頁 

 ドリル・ワーク等の副教材は各学校

で選定し、各学校で購入している。ま

た、選定した副教材を含め教育関連の

物品については、見積書の入手、購入

伺いの作成、請求書の入手及び支出伝

票の作成等の購入手続を教員が担って

いるケースも多い。教員の事務負担を

軽減し、教育活動に専念できるよう、

選定までは教員が行い、その後の購入

手続は事務職員が行うことも検討され

たい。 

また、選定したドリル・ワーク等の

副教材については、各学校より一覧表

大津市では児童生徒全員にオンライ

ン学習教材「ｅライブラリアドバン

ス」を公費で購入しており、これが全

教科に対応していることから、各学校

で e ライブラリアドバンスの活用を進

めることで副教材の選定が不要になる

と考えています。 

各学校での副教材の選定方法の変更

及び副教材の全校統一については現在

のところ考えておりません。 

学校教育課 
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監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

を教材使用届として作成し、教育委員

会に提出している。これらを取りまと

め、全校で統一し、各学校では地域の

特殊性を有するもののみ選定し購入す

ることで、各学校の教職員の事務負担

を軽減できないか、教育委員会におい

て検討されたい。 

例えば、市では、大津市内の全小学

校において、義務教育で定められた授

業以外に、小学校１年生から英語教育

を行うという先進的な取組を行ってき

た。その英語教育のために使用するテ

キストは教育委員会で選定し、全校統

一して使用している。また、先進的な

取組として公費で支出されているもの

である。 

学年費の主たる費用であるドリル・

ワーク等の副教材においても、これら

の英語教育のテキストと同様に、全校

で統一化することができれば、後述す

る学校徴収金の公会計化への取組も検

討でき、教職員の事務負担や保護者の

経済的負担の軽減、学習の機会の公平

性の確保もできるのではないかと考え

る。 

④保護者への監査担当の協力依頼につ

いて 

【意見】報告書 175 頁 

 「学校徴収金要項」において、監査

は保護者を含めた構成で行うことが望

ましいとされているが、PTA 等多忙な

様子の保護者に対し、依頼しづらいと

いう学校の意見もあった。 

一方、PTA の中には、役員の役割分

担に学校徴収金の精算報告書の監査担

当を決めているところもあるとのこと

である。このような事例も参考に保護

者に協力を求めるよう努力されたい。

また、教育委員会においても、監査の

趣旨等を記載した標準の依頼文を作成

して学校に配布する等、保護者への協

力を依頼するための学校への支援が望

まれる。 

学校徴収金着服事件の発生を受け、

今後は必ず保護者等外部の人間が監査

に関わることとし、要項を改正しま

す。保護者に対しては、当該事件があ

ったことを理由として協力を求めま

す。 

学校教育課 

⑤学校徴収金の保護者負担の軽減の取

組について 

【意見】報告書 175 頁 

 学校徴収金については、年度当初

に、前年度の実績を踏まえ、各学校で

１年間の支出計画を立てて徴収金額を

決定し、保護者に説明したうえで徴収

保護者負担の軽減については、学校

は年度毎に購入計画を立て、最低限必

要な教材を購入することなどにより、

保護者の負担が最小限となるようにし

ています。 

集金額を減らす方法については学校

徴収金Ｑ＆Ａでも例示しており、相見

学校教育課 
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監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

している。また、年度末に残金がある

場合は、修学旅行積立金等の積み立て

の終期がまだであるものを除き、精算

して返金されているが、その徴収金額

は学校によってばらつきがある。例え

ば、令和元年度の小学校の６年生の学

年費では、最も少ない学校で年間

9,130 円、最も多い学校で年間 36,000

円である。 

各学校では、学校徴収金要項に従

い、学校徴収金の使途について、年度

当初に計画を立て、最低限必要な教材

等だけを購入することや、複数業者よ

り見積書を徴収すること等により、保

護者負担の軽減への取組が図られてい

るところではある。往査した学校のな

かでも、複数業者より見積書を徴収す

ることにより従来よりも安価に発注で

きた事例や、文化祭の催しにおいて、

従来は学校の体育館にて音響設備を賃

借して実施していたが、外部の音楽ホ

ールを賃借することで、従来よりも却

って安価に実施できたという事例もあ

った。また、保護者の経済的負担を考

慮し、制服を廃止し、標準服とした学

校もあるとのことである。 

一方で、複数業者より見積書を徴収

し、比較検討すべきところ実施できて

いない事例も見られる等、取組不足も

感じられた。また、児童生徒数の少な

い小規模校において、割高となりがち

な校外学習や修学旅行において、小規

模校同士一緒に実施する等の取組も実

施されたい。 

引き続き更なる保護者負担の軽減を

図ることが望まれる。 

積の徴収による経費の削減をはじめ、

行事におけるホール利用など有用な方

法は積極的に周知を図ります。 

⑥部活動費について 

（ア）学校徴収金要項における部活動

費の位置付けについて 

【結果】報告書 176 頁 

 学校徴収金要項において、部活動費

にかかる会計についても、原則、学校

徴収金要領に沿って会計処理を行うこ

ととされているが、同要項に沿うべき

部活動の範囲が明示されていない。 

往査した３中学校において、事務担

当者が部活動顧問より報告を受け、そ

の収支報告書を管理している部活動費

の範囲は、以下に記載のとおり、まち

まちであった。 

部活動費についても各種資料の管理

と適正な保管を徹底させることが必要

であることは認識しており、このこと

を学校徴収金要項において明確にすべ

く検討中です。 

 

学校教育課 
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また、収支報告のある部活動費にお

いても、見積書が入手されていない、

10 万円以上の支出でも複数業者より見

積書を徴収していない等、学校徴収金

要項に沿わない会計処理が見られた。 

部活動費も保護者から学校が徴収す

る限りは、説明責任を果たし、情報提

供ができる必要がある。学校徴収金要

項に沿うべき部活動費の範囲を明確に

するとともに、原則という曖昧なもの

でなく、部活動費についても学校徴収

金として捉え、各種資料の管理と適正

な保管を徹底させることが必要であ

る。 

⑥部活動費について 

（イ）部活動費の徴収方法について 

【意見】報告書 176 頁 

 全校アンケートの結果、部活動費を

振込みにより徴収している１校１部活

動を除き、全て現金回収にて行われて

いる。現金による徴収は部活動顧問で

ある教員が行っているケースがほとん

どのようであるが、往査した中学校で

は、徴収が間に合わず、部活動顧問が

立替払いしているケースも見られた。

事故防止及び教員の負担軽減のため

に、振込入金や口座振替による徴収を

検討されたい。 

事故防止及び教員の負担軽減のため

に、振込入金や口座振替による徴収を

推進したいところではありますが、部

活動顧問と事務職員との密な連携やチ

ェック体制の確立など必要な課題が多

く方針をまだ示せていない状態です。 

学校教育課 

⑥部活動費について 

（ウ）部活動費の縮減について 

【結果】報告書 177 頁 

 学年費や積立金の学校徴収金につい

ては、学校徴収金要項に従い、年度当

初に支出計画を立てて徴収金額が決定

され、終期が来ていない積立金等を除

き、余剰がでた場合には精算して保護

者に返金されている。 

一方、学校徴収金要項では、部活動

費についても原則学校徴収金要項に沿

うとされているものの、往査した学校

の部活動費について、年度当初に支出

計画を立てて徴収すべき額を計算して

いる部活動はほとんどなく、前年度の

金額を踏襲して徴収しているところが

多かった。 

また、年度末の余剰残高については

精算されず、次年度へ繰り越しされて

いるが、３月末付近におけるボールや

シャトル、T シャツ等の購入等、残高

消化ともみられる支出も散見された。 

部活動費について、学校徴収金と比

較して徴収額の決定方法や支出管理等

が十分でない実態について把握してい

ます。学校への指導を統一して行うた

めの問題点を整理しているところで

す。 

 

学校教育課 
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部活動費についても、学年費等の学

校徴収金同様、支出計画を立て、計画

に沿った最低限必要な部費のみを徴収

すべきである。臨時的な費用の発生な

どにより、資金不足が発生した場合に

は都度保護者に説明して必要額を徴収

するなどの措置を行い、また、もし余

剰が出た場合には精算して保護者へ返

金することとされたい。なお、その場

合、吹奏楽部等楽器を保有しているた

めに修繕費や更新費用を積み立てる必

要がある部活動については、通常使う

部費と積立金を区別し、通常部費の余

剰は精算して返金し、積立金にあてる

部費は繰越処理をする等の対応が必要

と考える。 

⑦学校徴収金要項の周知徹底について

【意見】報告書 177 頁 

 平成 25 年度に実施された包括外部

監査において、「平成 24 年度に「学

校徴収金の取扱に関する要項」を各学

校に通知し、私費会計の部分について

も基本的なルールが示された。ただ

し、現在のところ不十分な点も見受け

られる。」との意見を受け、教育委員

会は、「平成 25 年度 包括外部監査の

結果に基づく措置状況（平成 26 年４

月 30 日現在）にて、今後は毎年度 10

校程度を目安に同会計の執行状況につ

いて調査、点検を実施し、それらの結

果を踏まえ、学校側への情報提供等連

絡を密にしながら、より一層適切な会

計処理に向け取り組むとともに、公

費・私費の区分の適正化にも努め

る。」としている。 

そこで、その後の教育委員会の各学

校の調査、点検状況を確認したとこ

ろ、平成 27 年度 22 校、平成 28 年度

23 校、平成 29 年度 18 校、平成 30 年

度 17 校、令和元年度 20 校について、

学校徴収金等の執行状況の確認が行わ

れ、検査結果がまとめられていた。ま

た、平成 30 年度からは、検査結果に

対する改善状況を、各学校に「学校徴

収金等の執行状況等確認に係る改善報

告書」にまとめて報告を求めるように

されており、周知徹底への取組につい

て改善が認められた。 

しかし、今回の学校現地調査の結

果、学校徴収金要項の周知徹底がなさ

令和３年度は学校徴収金要項の研修

を全事務職員及び全教頭を対象に行う

予定です。 

また、継続的な研修の実施及び監査

体制の整備についても検討中です。 

  

学校教育課 



 

 
53 

監査の結果又は意見の概要 講じた措置の内容 担当課 

れていないケースが見られた。教育委

員会によると、指摘、指導後は改善が

みられるが、各学校の教職員の配置換

え等により周知が図られていない面も

大きいとのことである。過去には初任

者研修に学校徴収金をテーマにした研

修も実施されていたとのことである。 

各学校にて教職員の配置換えに関わ

らず、学校徴収金要項が周知徹底でき

るよう図られたい。また、研修に当た

っては、学校徴収金の会計には専門的

な面もあるため、初任者でなく中堅者

を対象にして、中堅者を通じて初任者

に教授するのも一案であると考える。 

⑧教職員の負担軽減への取組について

【意見】報告書 178 頁 

 学校徴収金について改善すべき課題

が見られるが、その解消のためには人

員不足による課題も大きいと考えられ

た。事務職員の職務として公費を取扱

う業務に加え、学校徴収金の事務があ

るが、現在、市の学校の事務職員は、

各学校の児童・生徒数の規模等に基づ

き公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律（昭和

33 年法律第 116 号）により、１名また

は２名が県費により配置されている。

しかし、部活動の有無や学校行事も含

め、児童・生徒数の規模によらず、事

務に一定の負荷がかかるものも多く、

１名配置か２名配置の境界線上にある

規模で１名配置の学校では特に事務職

員の負荷が多いように感じた。 

滋賀県教育委員会の配置基準は、教

職員の働き方改革が推進される前と変

わっていないとのことである。 

滋賀県教育委員会に対し、人員の加

配を要望するとともに、市において、

実情に応じた独自の基準を作り、市費

での人員配置も検討されたい。 

また、学校徴収金の事務について、

文部科学省は、学校給食の公会計化の

取組の推進に加え、徴収・管理事務に

ついても地方自治体の業務とすること

や、学校徴収金の徴収・管理について

は、本来は、地方公共団体が担うこと

が望ましく、学校以外が担うべき業務

であるという通知を出している。 

市においては、平成 27 年度に学校

給食費を公会計化しているが、これら

現在のところ、市費単独で事務職員

を配置する予定はありません。 

学校事務については共同事務化を進

めており、事務の効率化に努めていま

す。また、共同事務室においてリーダ

ーを担う事務職員の加配について県教

委に要求しているところです。 

学校徴収金については、副教材の購

入廃止や公費支出への振替など、各学

校で徴収金額の圧縮に努めることで負

担減につなげます。 

なお、学校徴収金と給食費の徴収業

務を一括するには会計上の困難が大き

く、現状ではその方針はありません。 
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の通知を踏まえ、学校給食費と同様、

学校徴収金の徴収・管理についても教

育委員会で担うことができないか検討

されたい。 

特に、学校給食費が公会計化されて

からは、口座振替による給食費の徴収

は市で実施し、同じく口座振替の学校

徴収金の徴収は学校で行っている。教

育委員会においては、中学校全校に学

校給食を取り入れているため、口座振

替のための手続が、給食費と学校徴収

金とで二度手間になっているといえ

る。また、往査した学校によると、学

校徴収金の滞納者は給食費も滞納され

ているとのことであり、滞納している

場合はどちらも滞納していることが多

い傾向にあるならば、督促の手続につ

いても一括する方が、効率性が図れる

のではないかと考える。 

給食費と学年費等の学校徴収金の徴

収業務を口座振替により一括徴収して

いる他市の事例もあり、教育委員会に

おいても、学校徴収金と給食費の徴収

業務を一括することで、事務負担の軽

減が図れないか検討されたい。また、

学校徴収金と給食費の徴収業務につい

て、アウトソーシングするほうが合理

的であればアウトソーシング化するこ

とも一案であると考える。 

⑨滞納金への対策について 

【意見】報告書 179 頁 

 学校徴収金に滞納が生じた場合、徴

収していない児童生徒に対しても副教

材等が提供されているため、当該児童

生徒の保護者に対し債権が生じること

になるが、回収できなかった場合、そ

の分は、他の児童生徒の保護者からの

徴収金で賄われることになり、保護者

間で不公平が生じる。 

現在、各学校では、滞納が生じた場

合、滞納リストを作成し、教職員によ

る督促状の送付や電話連絡、家庭への

訪問を行いながら、生活保護費や就学

援助費からの充当の申請なども行い、

回収努力がなされている。 

また、平成 24 年に施行された児童

手当法の一部を改正する法律により、

受給資格者の申出により、児童手当か

ら学校給食費等の徴収等が可能となっ

たことから、一部の自治体では児童手

学校徴収金の滞納対策として児童手

当からの徴収を更に進めます。千葉市

を参考に入学時に同意書の提出を求め

る方法について検討中です。 
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当を活用した滞納金対策が図られてい

る。 

滞納金対策として、学校徴収金を児

童手当から徴収できることは、過年度

分も含めた滞納金額の減少及び教職員

の督促業務の負担軽減の面で大きな効

果があるようである。 

教育委員会においても、学校から相

談を受け、滞納金を児童手当から徴収

した事例があるものの、件数としては

まだ少ない。 

例えば、千葉市では、滞納金対策と

して、滞納が発生した場合のみでな

く、児童生徒全員の保護者から、入学

当初に、学校徴収金に関する同意書及

び学校徴収金が滞納した場合に児童手

当から支払うことの申出書の提出を依

頼し、入手している。それにより、滞

納が生じた場合の児童手当からの徴収

が比較的スムーズに行えているとのこ

とであり、効果的な方法であると考え

る。 

教育委員会においても、滞納が発生

した場合の教職員の督促業務の負担の

軽減及び徴収の確実性を図るための対

策を検討されたい。 

⑩準公金としての取扱いについて 

【結果】報告書 180 頁 

 市の総務部コンプライアンス推進室

が定める準公金事務処理要領（以下

「準公金事務処理要領」という。）に

おいては、準公金を以下のように定義

している。 

 

（以下：略） 

 

 また、「準公金事務処理要領」とは

別に、所属ごとに準公金を取扱う手順

を「準公金取扱いマニュアル」に記載

して処理することとされている。 

学校徴収金は、この準公金事務処理

要領における準公金の定義の⑶その他

の現金に当てはまり、教育委員会が定

めた学校徴収金要項においても、「学

校徴収金は保護者から信託された準公

金である」としている。また、学校徴

収金要項は、その取り扱う手順を記載

した「準公金取扱いマニュアル」に該

当するとのことである。 

一方、準公金事務処理要領では、準

準公金事務処理要領においては毎年

１回以上準公金の取扱いを検査させな

ければならないとされていますが、当

課が１年間に検査を行っているのは全

５５校中２０校程度です。学校徴収金

の着服事件があり、監査体制の更なる

強化が求められており、当課の検査対

象校以外の学校については書面監査の

のち、近隣の学校間で相互に確認を行

う予定です。 

令和３年度から開始予定とし、現在

その方法について検討中です。 
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公金の出納保管責任者は、年度当初に

準公金取扱状況一覧表を作成し、所管

部局長及び総務部長（コンプライアン

ス推進室長）に報告するものとすると

されているが、学校徴収金については

なされていないため、この報告が必要

である。 

また、準公金事務処理要領におい

て、各部局のコンプライアンス推進員

は、あらかじめ職員を指名し、毎年 1

回以上準公金の取扱いを検査させなけ

ればならないとされている。現状で

は、教育委員会において、毎年 20 校

前後の小中学校を対象に、学校徴収金

を含めた準公金の執行状況を点検して

いるが、全校に対して毎年 1 回以上の

実施が必要である準公金事務処理要領

には則していないといえる。準公金事

務処理要領に則した検査の実施方法を

検討する必要がある。 

⑪各学校の学校徴収金以外の準公金に

ついて 

【結果】報告書 181 頁 

 学校現地調査において、外部団体で

ある教育振興会を設置し、その通帳と

印鑑を預かり、出納管理を学校が行っ

ていた中学校があった。当該外部団体

は、中学校区内の住民及び法人、団

体、区外在住の同窓生、その他の有志

をもって組織されており、会費を徴収

し、主に学校の部活動の費用補助に支

出されているが、これは、前述の準公

金事務処理要領における準公金の定義

の⑴外部団体等現金に当てはまる。 

また、現地調査を行った学校を含め

全校に実施したアンケートによると、

教職員から親睦会費を定期的に徴収

し、その預金通帳を出納保管している

学校が、小学校で 37 校中 26 校、中学

校で 18 校中９校あり、これらについ

ては、準公金事務処理要領における準

公金の定義の⑷親睦会等現金に当ては

まる。 

準公金事務処理要領によると、毎年

１回、準公金について所管部局長及び

総務部長（コンプライアンス推進室

長）に報告しなければならないとされ

ているが、これらの準公金については

なされていない。準公金事務処理要領

に従った処理が必要である。 

親睦会会費についても学校徴収金と

同様に現地調査の対象校以外の学校に

ついては書面監査ののち近隣の学校間

で相互に確認を行う予定です。 

また、毎年１回準公金について所管

部局長及び総務部長に報告すべきであ

ることについては、今年度分から報告

することとし、現在作成中です。 

外部団体現金の扱いを学校が行って

いる場合、これはなるべく解消すべき

ものです。継続的に学校へ働きかけて

いきます。 
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さらに、準公金事務処理要領におい

て、準公金について、以下のように記

載されている。 

 

（以下：略） 

 

よって、上述の外部団体の預金につ

いては、本来、その団体が自ら取り扱

うべき性格のものである。また、学校

が真にやむを得ず取り扱わざるを得な

いものとは考えられない。さらに、当

該預金を管理する事務職員や学校長等

の責任・負担も大きいと考える。準公

金事務処理要領にあるように、団体の

自主運営を育成することで、学校では

預からず、団体自らが取り扱うように

図っていく必要がある。また、親睦会

費についても、定期的に徴収せず、必

要時に徴収するなどして、その取扱い

を極力減らしていくことが必要であ

る。 

 


